
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（原案）および 
都市再開発の方針（原案）に対する意見の概要 

 
１ パブリックコメントでの意見 

(1) 対象：都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

 

(2) 意見募集期間：令和２年７月１日（水曜日）～７月１５日（水曜日） 

 

(3) 意見の総数：１５３件 

（１０４通、うち個人９８通、法人５通、判読不能１通） 

 

 

２ 都市計画公聴会での意見 

(1) 対象：都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

   都市再開発の方針 

 

(2) 縦覧期間：令和２年７月１日（水曜日）～７月１５日（水曜日）  

 

(3) 公述申出期間：令和２年７月１日（水曜日）～７月１５日（水曜日）  

 

(4) 開催日時、場所、公述人 

日付 時間 開催会場 公述人 

8/14（金） 19：00～19：30 小笠原村役場会議場 2 人 

8/20（木） 19：00～20：30 東京都庁第一本庁舎大会議場 7 人 

8/21（金） 14：00～15：30 東京都庁第一本庁舎大会議場 5 人 

8/21（金） 19：00～20：00 東京都庁第一本庁舎大会議場 3 人 

合計 17 人 

 ※多摩部 19 都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針および多摩部

17 都市計画都市再開発の方針については公述の申出がなかったため、開催

は中止となった。 

資 料 ２ 
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原案に対する意見募集で寄せら れた主なご意見及び回答 

１ 意見募集の概要 

・ 募集期間： 令和２ 年７ 月１ 日（ 水曜日） から 同月１ ５ 日（ 水曜日） までの１ ５ 日間 

・ 募集方法： 東京都公式ホームページ及び東京都都市整備局ホームページにより 、 意見を募集。 都民から の意見は、 都市整備局宛に郵便、 電

子メ ール、 フ ァ ク スで提出 

・ 寄せら れた意見の総数： １ ５ ３ 件（ １ ０ ４ 通、 う ち個人９ ８ 通、 法人５ 通、 判読不能１ 通）  

 

２  意見の概要と 対応 

新型コ ロナ感染症を踏まえた見直し 等について（ ３ ０ 件）  

 意見の概要 都の見解・ 対応 

1 今回のプラ ンが、 昨今の世の中の流れをも う 一度よく 見極めて、

理解し たう えで将来、数百年単位で見た時サステナブルな都市づく

り 計画と なっ ているかと いう 点です。コ ロナ禍収束前の現時点での

マスタ ープラ ン作り はマスト なこ と なのでし ょ う か？ 

まず、 第一優先と し て、 安全、 衛生、 災害、 環境を第一優先に都

市づく り をお願いし たいと 思います。  

又、今回のコ ロナのよう な疫病が出たと し ても ラ イ フ ラ イ ン確保

がし っ かり 出来、ビジネスも 継続でき るアイ デアを盛り 込んでも ら

いたいと 思います。  

ポスト コ ロナの時代を迎えるに当たっ ていまだに、 効率、 生産性

優先による経済活性化、 賑わいに代表さ れる人集め、 イ ベント 、 箱

物に頼っ た都市計画が必要でし ょ う か。  

コ ロナ禍も 収束し ていない現状下、ポスト コ ロナでの進むべき 方

向性がまだ見えない中で都市計画マスタ ープラ ン 設定には大変違

和感があり ます、 それより も 、 まずは、 基盤である安全、 環境、 衛

新型コ ロナ危機はテレワーク やデジタ ル化の進展など経済・ 社会への

影響と と も に、 人々の生活等への意識にも 変化を も たら し まし た。  

こ のため、 本マスタ ープラ ンにおいても 、 新型コ ロナ危機を踏まえ、

記述を拡充し まし た。  

多様なラ イ フ スタ イ ルに対応し た住まいや働く 場の整備など、都市の

持つ集積のメ リ ッ ト は生かし つつも 、 三密を回避し 、 感染症の拡大防止

と 経済社会活動の両立を 図る 新し い日常にも 対応し た都市づく り を 進

めていき ます。  

 



2 
 

星、 災害に強い街を作っ ておき 、 こ れを土台に景観や地域の文化の

反映をなどし て街を整えていけば、欧州の町のよう に自然と アト ラ

ク ティ ブなコ ンテンツと なり 、おのずと 人が東京に国内外から 人が

集まっ てく ると 思います。  

2  「 ２  都市づく り の目標と 都市づく り の戦略」 に、「 感染症対策」  

が含まれていません。  

本書の作成が本年５ 月である ので未だ危機感がさ ほどではなか

っ たと も 考えら れるが、今後の都市計画には感染症対策を含めるこ

と が必須です。  

P.2「 ２  都市づく り の目標と 都市づく り の戦略」 に「 感染症対策」

を追記し 、 本書の全項目を抜本的に見直す必要があると 考えます。 

3  コ ロ ナ後の世界で東京がどのよ う である のが良いかについても

考慮さ れていますでし ょ う か？先が見通せないと き ではあり ます

が、 今後 20 年の都の方針を決めるのですから 、 現時点で考えら れ

るこ と は是非、 考慮し てく ださ い。  

4  予てより 、 日本のなかで東京は、 人口流入が続き 、 人口が増え続

け、 様々な機能が過度の東京に集中し 、 様々な機能不全や不具合を

発生さ せていると いう 状況でし たが、 今般のコ ロナ禍で、 一斉に満

員の公共交通機関を使っ て、 ほぼ全員がほぼ同じ 時間帯に、 一つの

オフ ィ スに出勤し て、 仕事をする形態は、 感染防止の観点から 、 大

き く 瞬時に見直さ れ、 勤務の時間・ 場所・ 形態を柔軟にする、 リ モ

ート ワーク 、 コ アタ イ ムのないフ レ ッ ク スタ イ ム制などが採用さ

れ、 それが、 予てから の問題の解消につながるこ と から 、 も はや、

元には戻ら ず、 定着する、 即ち、 人々の暮ら し ・ 仕事の仕方が、 コ

ロナ禍以前の状態から 大き く 変化すると 考えら れます。  



3 
 

現下の社会の変化を反映し たと 思われる部分は、 見当たり ません

ので、コ ロナ禍発生前から 作業し てき た結果を纏めた内容かと 存じ

ます。  

そのまま、 こ のタ イ ミ ングで、 意見募集の対象にするこ と は、 慣

性の法則に従っ て、 行政手続き を進めているに過ぎず、 不適切と 考

えます。  

5  東京都市計画－都市計画区域の整備、開発及び保全の方針が発表

さ れた平成 26 年（ 2014 年） より 6 年後の令和 2 年（ 2020 年） は、

こ の 6 年間の社会状況と 比較し て大き な変化に遭遇し ている。  

一つは新型コ ロナウイ ルス感染の世界的大流行であり 、又その一

つは 6 年間に都心直下型大地震の予測に加え、巨大化し 始めている

自然災害である。 当然、 国も 、 東京都も 財政上の悪化を招き 、 世界

的にも 膨大な財政支出を 招いている 二大現象を 踏まえ今後の十年

間の都市計画を考えるこ と は必須です。  

また、地震・ 火災・ 豪雨に対する安心• 安全の万全対策にはコ ロナ

禍に対する防疫上対策を加えなければなら ない。  

6 コ ロ ナによ っ て在宅勤務が増え人を 収容する ハード が必要なく

なっ ているなかで、従前の考え方に基づいて都市計画の方針を定め

るのは適切ではないと 思います。近隣に新し いビルが建つたびに人

が増え、 住宅街と 思えぬ騒然と し た環境になっ てき ています。 災害

発生時も どう なるか不安です。 策定に際し て、 その点を踏まえまた

ポスト コ ロナの社会構造も 踏まえるよう 切にお願いいたし ます。  

7 東京都は、財源を確保するために、 本年 5 月 5 日に副知事 4 名連

名で、 今後の財政出動の考え方を示し 、 コ ロナウイ ルス感染への財

源確保のために、不要不急の事業は、 休止する依命通達（ 以下、「 副
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知事依命通達」 と いう 。） を発出し まし た。コ ロナ禍において、現在、

不要不急の事業は休止をすべき と ある。 財源不足の観点を入れた、

計画の練り 直し をお願いし ます。  

現在なさ れている高密度のまちづく り は、感染症に対し 非常に脆

弱であるこ と が露呈さ れた。高密度を来し てし まう 容積率緩和の是

正、 自動車中心から 歩行者・ 自転車中心への道路施策の転換、 都内

駐車場付置義務の緩和、 街区全体で取り 組むエネルギー地産地消、

二酸化炭素排出削減の地域全体での取り 組み等がなお一層重要に

なると 考えます。 高密度のまちづく り から 転換するべき です。 高密

度を避けるべき こ と の視点が欠けており 、 修正を 求めます。  

8 パブリ ッ ク コ メ ント と し て次の点を表明し ます。  

1 将来の「 安全・ 安心」 を担保するために必要と さ れる施策の、 原

点に立ち戻っ た検討、 立案 

2  〃  「 国際競争力優位」   〃 

3 押めて限ら れた財源を 前提と し た「 諸施策の優先順位付け、 絞り

込み」  

・ 東京都知事連名による「 依命通達(5 月 5 日付）」 の徹底 

4 地域特性を 充分に活かし た特徴のある 環境先進都市構想と その

実現 

9  新型コ ロ ナウイ ルスによ る 影響が考慮さ れていないのはおかし

い。  

方針では、中核的な拠点、活力と にぎわいの拠点、中核的な拠点、

地域の点、・ ・ ・ と なっ ていますが、２ ０ 年後の東京を見据えた場合、

こ れまでのビジネスモデルは通用し なく なっ てき ています 

テレワーク があっ と いう 間に普及し 、むし ろ その方が効率的だと 述
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べる企業経営者が増えているにも かかわら ず、「 都市計画区域の整

備、開発及び保全の方針（ 原案）」 は旧来型のビジネスモデルを前提

と し ているので、 も う 一度再考の必要が出てき まし た。  

10  感染症を 機に個人や企業が働き 方や生活の拠点を 大き く 見直し

ています。  

現状、 原案はこ の社会変化の動き を想定、 前提と し ておら ず乃至

はその割合が小さ く 、 現在の時代に流れについていけておら ず、 時

代遅れにろ う こ と が予測さ れます。  

国の動き と し ても 地方に「 まち・ 人・ 仕事」 創生を行う 方向で動

いており 、 地域未来構想を掲げる中、 一極集中を積極的に解消する

方向性を都が示すべき と 考えます。  

11  感染症対策に伴っ て私たちの生活・ 働き 方・ 福祉・ まちの在り 方、

すべてに急激な変化が起こ っ ています。こ のまま計画を進める意義

がない現在、 計画の見直し をするべき です。  

 水と 緑についても 触れてはいますが、 同時に、 にぎわい、 ビジネ

ス、 交流、 などの言葉も 登場し て、 結果と し て民間の開発の便に供

すると いう 内容になっ ています。 し かも 、 地域区分も 含めて、 2 年

前に都民の了解を得た「 グラ ンド デザイ ン」 を元に作っ ていると な

る と 、 都民の声を 反映する も のにはなり にく いこ と が想像さ れま

す。 今の時点を考えると 、 コ ロナ禍を経験し ての根本的な見直し を

行っ てく ださ い。  

12 下記で述べるよう に、新型コ ロナウイ ルスの感染拡大によっ て時

代は新し い局面に入っ ています。  

「 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（ 原案）」 も こ う し た

変化を 反映さ せて練り 直し たも のである こ と が求めら れると 思い
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ます。  

テレワーク があっ と いう 間に普及し 、むし ろ その方が効率的だと

述べる企業経営者が増えているにも かかわら ず、「 都市計画区域の

整備、開発及び保全の方針（ 原案）」 は旧来型のビジネスモデルを前

提と し ています。  

企業は従来型の満員電車モデルから の脱却を 図ろ う と し ていま

す。  

原案が謳う 「 中核的な拠点」、「 活力と にぎわいの拠点」 と いっ た

色分け自体が再検討の対象と なると 考えます。  

ニュ ーヨ ーク 、 ロンド ン、 パリ などの都市計画担当者と の情報交

換を望みます 

「 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（ 原案）」 も 根底に流

れる思想は、 より 大き な箱、 より 高い箱であるよう に思いますが、

むし ろ その根幹が違っ ているのではないか、そう し た視点から の再

検討が必要であるよう に思います。  

13 コ ロナ禍の世界・ 日本の動向を踏まえた計画の練り 直し  

こ の「 都市計画区域マスタ ープラ ン」 は、 本年 7 月に意見募集がな

さ れた。 コ ロナを未経験の 2019 年に検討さ れた内容で、 そのまま

適用でき ると は到底考えら えれず、コ ロナ禍を経た内容の大幅な修

正をし た後に意見募集をするよう に、 まずは、 検討会に差し 戻すべ

き と 考えます．  

14 意見． 方針の決定を数年間延期し てく ださ い。  

理由．  

(1)今は正に新型コ ロナウイ ルス感染リ スク により 、東京を含め世界

中の人々の行動態様が大き く 変化し つつある変革期である。こ のよ
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う な将来を見通せない時期に、 重大な、 長期間に亘り 将来に影響を

与える都市計画を決定するこ と はリ スキーである。  

(2)原案のベースと なる、新型コ ロナウイ ルス感染発生以前に取得さ

れた各種（ 実績及び予測） データ （ オフ ィ ス需要面積、 居住人口、

昼間人口等々） に依拠し た将来像は合理性を欠く 。  

有識者を 含め関係者の多大な時間と 労力を 費やし て作成さ れた原

案ではあり ますが、依拠するに値する各種データ が取得でき る時期

まで決定を延期するよう 英断をお願い申し 上げます。  

15 コ ロナ収束前に方針を決定するのは妥当ではあり ません。方針策

定時期をコ ロナ収束後に変更く ださ い。  

16 東京一極集中と 叫ばれて久し い人口集中都市・ 東京、 東京の魅力

は人が集まっ てく るこ と で成り 立つのでし ょ う か。も う 十分以上に

人が密集し ています。 むし ろ そこ で暮ら す人々がまず生活し やす

く 、 幸せを実感でき る東京を目指すべき だと 考えます。  

今や、新型コ ロナによる社会全体への影響は計り 知れないも のが

あり 、 足元を見据えた設計見直し が必要なのではあり ませんか？ 

17  イ ンフ ラ が充足し 、 財政が逼迫し 、 人口が減少し 、 コ ロナウイ ル

スによ る 疫病の蔓延を 防がなければなら ないと いう 状況にあっ て

求めら れるこ と は、 自然環境保護、 イ ンフ ラ 投資等の費用削減、 社

会の分散化及び分散化を可能と する社会システム・ 技術、 安心し て

暮ら せる生活を実現する福祉施策です。  

以上から 現在提示さ れている「 都市計画区域の整備、 開発及び保

全の方針（ 原案）」 は、 上記に反し ていると 言わざるを得ず、即刻見

直すべき です。  

18  現在世界的な広がり を見せるコ ロナ禍の状況下で、過密すぎる都
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市の脆弱さ が大き な問題と なっ ている 点が考えら れていないので

はないかと 感じ る点です。  

経済発展、 利便性を追求するこ と は良いこ と ですが、 それは人が

生活し ていく 上での良い環境があっ てこ そのも ので、その環境を壊

し てまでやるべき も のではなく 、 こ れ以上の「 過密化」 を促す施策

は避けるべき と 思量し ます。  

19  新型コ ロナ問題で誰の目にも 顕在化し た経済利益（ 投資家利益）

最優先の今の日本社会の仕組みの失敗と 欠陥は、 東京、 中でも 区部

において最も 顕著にあら われていますが、問題が今後も 続く こ と が

ほぼ明ら かな現状において、コ ロナで明ら かになっ た施策の失敗を

是正する計画になっ ていないばかり か、 さ ら に、 投資家に利益を流

し 、 格差を拡大さ せる計画であり 、 見直し を求めます。  

20  （ 東京一極集中について） 東京一極集中を是と するか非と するか

明確に記述さ れていません。こ のこ と で東京の都市のつく り 方が全

く 変わっ てき ます。 今回の新型コ ロナウイ ルス禍によっ て、 働き 方

それに伴っ た住まい方も 変わり 始めまし た。 また、 集中するこ と に

よっ て、様々な災害にどう 対応するかでき るかと いう 検討はあまり

耳に入っ てき ていません。こ こ ら へんを東京と し て明確な回答を要

望し ます。  

21  新型コ ロナ禍以前の巨大一極集中化政策により 、人口の密集化が

避けら れず、 更に現在の政策を続けるなら ば、 今回、 初めて経験し

た新型コ ロナ禍による医療崩壊の恐怖、経済力疲弊による東京都の

損害はも っ と 、 大き く なるのではないでし ょ う か。  

防疫策と し て人口の適正基準に従い、過度の人口都会流入をふさ

ぐ ため、 官庁の一部（ 文化庁、 農水省、 など） や企業本社なども 極
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力地方に移転さ せ、人口減少を実現さ せると 同時に地方の過疎化を

和ら げる策が絶対に必要だと 考えます。  

22  「 賑わいと 活力の拠点」 と いう 都心部をさ ら に高度利用し 、 密に

人を集める施策は止めてく ださ い。   

今回の「 原案」 は、「 コ ロナ前」 の価値観で練り 上げら れたも のと

理解し ており ますが、「 ウィ ズコ ロナ」「 アフ タ ーコ ロナ」 の視点で、

計画を再考するべき と 考えます。特に都心に人を 集めるこ と になる

「 賑わいと 活力の拠点」 と いう 考え方は、 時代に逆行し ていると 思

います。  

郊外のベッ ド タ ウン の駅周辺にオフ ィ ス的な機能を 持つ空間を

増やし 、 都心にはこ れ以上オフ ィ ス（ ≒昼間人口） を増やさ ないよ

う にするこ と が、 三密対策であり 、 本質的な帰宅困難者対策にも な

ると 思います。  

23 都心一局集中型=賑わいはも う 必要あり ません。  

観光地や繁華街以外の住宅地域での賑わいは現在でも 必要あり

ません。  

賑わいの定義が不明でよく わかり ません。  

コ ロ ナ禍の感染拡大で大き く 変わろ う と し ている 社会にどう 対

応し ていく のかを考え直すべき です。  

24 ＜第 2 東京が目指すべき 将来像＞ 

今般のコ ロナ禍を迎えた反省に立ち、 1 極集中による高密度化の

弊害を除く こ と を基本に置く べき です。  

25 コ ロナ発生後の今、 土地の高度利用（ 容積率の緩和等） は都市開

発法の基本理念「 健康で文化的な都市生活の確保」 に反し 、 さ ら な

る３ 密の危険性が高まり 不健康な建物になり ます。  
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今後コ ロ ナよ り さ ら にやっ かいなウィ ルスが発生する 可能も 高

まる中、都市開発による人口増加は逆効果でし かなく 一般市民の生

活を脅し かねないです。 都市開発は反対です。  

26 ・ 今後、 新し い働き 方が広がり 、 オフ ィ スの一日当たり の出社人数

が減っ たと し ても 、ソ ーシャ ル／フ ィ ジカ ルディ スタ ンスの確保

のため、 ゆと り あるオフ ィ ス空間の整備・ 確保が重要であり 、 ひ

と り 当たり のオフ ィ ス床面積については今後増加する こ と が考

えら れます。  

・ テレ ワーク や在宅勤務の拡大により 、“ 居住環境への志向は多様

化するこ と が考えら れるため、多様な志向に応えるよう な形で各

拠点は役割を分担し ながら 、 住宅を整備するこ と が必要です。  

・ 特に都心部においては、 外国人エキスパッ ド に対応するグローバ

ルスタ ンダード な住宅整備等により 、東京の国際競争力の強化に

資する居住環境の創出を図るなど、 新型コ ロナ以後においても 、

職住近接のまちづく り や、質の高い都心居住の重要性は高いと 考

えます。  

・「 密」 の発生を回避し 、ゆと り ある都市空間の形成・ まちづく り の

推進、 屋外を含めた公的空間の確保、 SDGs の考え方も 踏まえ、

緑化による環境及び生命・ 健康の保護、 今後、 新たに発生し う る

可能性がある感染症のパンデミ ッ ク 等に備えた、 人の健康にフ ォ

ーカ スし たまち づく り など、 長期的な視点で感染拡大や気候変

動、その他の震災等に対応するレジリ エンスのあるまちづく り を

推進し ていく こ と が必要です。  

・ 新型コ ロナを契機に、 通勤・ 通学などの移動に伴う 混雑を回避し

たいと いう 考えが拡がっ ている。 鉄道・ 道路の混雑を改善するた
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めにも 、ゆと り ある駅や鉄道等の公的空間の整備や交通結節機能

の強化を着実に実行するこ と が必要と 考えます。  

・ それぞれに特性をも っ た拠点群が形成さ れ、安全を確保し ながら 、

文化・ 芸術をリ アル／ラ イ ブで楽し むこ と 、 あるいはイ ノ ベージ

ョ ン創出のためにフ ェ イ スト ゥ フ ェ イ スで協働するこ と など、多

様なニーズに応える必要があり ます。  

・ ウィ ズ／アフ タ ーコ ロナでは、 テレワーク やオフ イ ス勤務を組み

合わせた新し い働き 方が拡がり 、 オフ ィ ス空間においても 、 ゆと

り ある空閻の整備・ 確保が求めら れる。 また、 居住環境への志向

は多様化し 、 各拠点は役割を分担し ながら 、 住宅（ 都心居住型／

郊外居住型） を整備するこ と が必要になると 考える。  

・ 都市づく り のグラ ンド デザイ ンで示さ れた、 それぞれの拠点等の

展開を適切に誘導し ていく こ と の重要性は、さ ら に高まるも のと

考えら れる。 また、 東京都の国際競争力維持の観点から も 、 拠点

整備を更に継続すべき である。  

・ 今般のマスタ ープラ ンにおいて、 民間開発等により 高度な機能集

積が進んだ地域と し て｀ 六本木・ 虎ノ 門が新たに「 中核的な拠点」

に位置付けら れたこ と は、「 地域の個性やポテンシャ ルを 最大限

に発揮し 、 各地域が競い合いながら 新たな価値を 創造」 と いう 方

針を具体的に示す施策と 評価する。  

・ 新たな拠点と し て位置づけら れた六本木・ 虎ノ 門においても 、 今

般のマスタ ープラ ン に示さ れた将来像を 早期に実現し ていく だ

めの施策が、 今後着実に実行さ れていく こ と を希望し ます。  

・ ウィ ズ／アフ タ ーコ ロ ナの新たな生活様式の変容に対応する た

め、拠点に求めら れる機能や施設の態様等に関する柔軟な見直し
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（ 柔軟な都市計画の変更等） について検討さ れるこ と を期待し た

い。  

27 市街地における良好な居住実現の方針 

•  都心居住推進施策の転換においてこ れまでの量的拡大から 質の

向上へ住宅施策を転換する。  

と あり ます。  

是非と も 、 コ ロナ後の現在、 3 密と なる量的拡大を止め、 質の向

上（ ソ ーシャ ルディ スタ ンスを保てる居住空間の確保） を目指し て

頂き たいです。  

28 コ ロナで３ 密を避けると 言われていますが、 一人当たり の公園、

住宅、 オフ ィ スなどの面積の見直し が行われるべき ですが、 まっ た

く そう し た議論がこ の都市計画に反映さ れていないのも 問題です。 

マスタ ープラ ンに「 多様なラ イ フ スタ イ ルに対応する複合的な土

地利用を 誘導する と と も にテレ ワーク 等の施策と の連携を 推進す

る」 と 書き こ むのであれば、 居住空間にオフ ィ スが入り 込むこ と で

の住宅政策のある種の転換の基本的な考え方にも 言及すべき です。

それなし のテレワーク は、 居住環境の悪化にほかなり ません。  

29 新型コ ロナウイ ルスの感染者数が増加し ており ます。  

現在、 多く の都民が通勤列車内での密集、 密閉に危険と 恐怖を感

じ ており ます。通勤ラ ッ シュ を解消するオフ ピーク 通勤のための取

り 組みがなさ れており ますが解決には至っ ていないと 考えら れま

す。通勤ラ ッ シュ を解消する目的で自転車専用の高速道路網の作成

は検討に値するも のと 考えら れます。  

自転車移動により 都民の健康が増進さ れ、かつ新し い生活スタ イ

ルになると 考えら れます。  



13 
 

今後異なる感染症が発生し 流行する可能性があり 、そのよう な時

にも 強い明るい都市づく り を強く 望みます。  

30 感染の一定程度の収束が見ら れるまで、公聴会の開催は延期を願

います。  

新型コ ロナウイ ルスの感染拡大防止のため、 会場の換気、 傍聴者の入

場制限や傍聴席に一定の間隔を 確保する などの対応のも と 実施し まし

た。  

 

都市づく り の目標と 戦略等について（ ３ 件）  

 意見の概要 都の見解・ 対応 

1  目標と し て、 ESG や SDGs に配慮すると し ているが、 全体的に、

と ても そのよう な内容になっ ていません。都市づく り の戦略と し て

8 項目も 上げているが、 3 災害リ スク 低減と 環境問題を大き な方向

性と し てう たう こ と が望まし く 、 沢山の言葉だけを並べても 、 具体

的にどのよう な計画と なるかが見えないこ と は問題です。  

 都市づく り の８ つの戦略を踏まえ、東京が目指すべき 将来像を実現す

るための主要な都市計画の決定の方針を定めています。  

その中で、 「 ４  災害に係る主要な都市計画の決定の方針」 、 「 ５ 環

境に係る 主要な都市計画の決定の方針」 にて具体的な記載を し ていま

す。  

2  高度に成熟し た都市において、 持続的な成長、 魅力ある文化、 高

い環境性と 利便性、 安心でき る「 防災性」 の他にも QOW （ 仕事の

質やオフ ィ スにおける生産性・ 快適性） や、  QOL（ 生活全体の豊

かさ と 自己実現を含めた概念） 等の「 快適性」 の指標について提案

し ます。 こ れら すべての指標を総合的に評価し 、 すべての人が多様

に、活力あふれ、便利に、安全• 安心に、快適に過ごせる街は、「 ESG」

の概念や、「 SDGs」 の考え方につながるも のだと 考えます。  

本マスタ ープラ ンでは、 理念と し て「 東京が高度に成熟し た都市と し

て、 AI や I oT などの最先端技術も 活用し ながら ゼロエミ ッ ショ ン東京

を目指し 、 地球環境と 調和を図り 、 持続的に発展し ていく こ と 」 を掲げ

ています。  

ご意見は、 今後の都市づく り 政策の参考と さ せていただきます。  

3 ＜集約型の地域構造への再編に向けた立地適正化計画などの計

画検討に係る留意点＞において「 既成市街地の人口密度の水準は満

たすも のと する。」 と あるが、「 既成市街地の人口密度の水準は満た

すも のと する。」 と する根拠を示し て下さ い。  

 今後、 少子高齢化や人口減少が進行する中においても 、 効率的な公共

イ ンフ ラ の維持・ 更新を 行う など、 都市経営コ スト の効率化を図り 、 身

近な地域で、 誰も が活動し やすく 、 快適に暮ら すこ と のでき る環境を実

現するこ と が必要であるこ と から 、 本マスタ ープラ ンでは、 「 将来目指
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コ ロナ発生後の今、「 既成市街地の人口密度の水準は満たす」 事は

不可能と 考えます。  

すべき 人口密度の設定に当たっ ては、 少なく と も 、 都市計画法施行令に

規定する 市街化区域に定める 土地の区域の人口密度の水準である 既成

市街地の人口密度の水準は満たすも のと する」 と し ています。  

 

東京の都市構造について（ １ 件）  

 意見の概要 都の見解・ 対応 

1  （ 働き 方改革と まちづく り ）  

今回の記述にはコ ン ピ ュ ータ ーネッ ト ワーク を 中心と し たいわ

ゆる「 働き 方改革」 の考えが全く 見ら れません。 住宅が必ずし も オ

フ ィ スの近く にないと 通勤でき ないと いう 事も なく なり ます。こ の

よう に考えてき ますと 、大き く オフ ィ スを中心と し た建物や街のつ

く り 方が変わっ てき ます。  

本マスタ ープラ ンでは、 「 集約型の地域構造への再編を進める中で、

多様なラ イ フ スタ イ ルに対応する 複合的な土地利用を 誘導する と と も

にテレワーク 等の施策と の連携にも 留意する」 と し ています。  

 

地域区分ごと の将来像について（ ４ 件）  

 意見の概要 都の見解・ 対応 

1 環 7 を 境界と し て中枢広域拠点域と 新都市生活創造域に分けて

いますが、 ビジネス中心と 住まい中心のよう でいて、 現実は、 こ の

よう な区域分けの意味が都市計画的にも 不明瞭です。  

都市づく り のグラ ンド デザイ ンでは、東京の魅力を更に発展さ せてい

く ためには、それぞれの地域の強みや特色を映し 出す将来像を描き 可能

性を引き 出し ていく こ と が必要であり 、都市機能の集積や地域特性など

を踏まえ、 ４ つの地域区分を設定し ており ます。 こ れに基づき 、 本マス

タ ープラ ンでは、 本マスタ ープラ ンでは、 各拠点域の誘導の方向や将来

像を示すと と も に、主要用途の配置の方針と し て「 中枢広域拠点域では、

外周部などにおいて良好な低層及び低中層の住宅地の環境を 保全し つ

つ、 質の高い中高層住宅地を計画的に誘導する。 」 、 「 新都市生活創造

域では、 立地適正化計画などと の整合を図り ながら 、 計画的な中高層住
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宅地と と も に、 低層及び低中層を主体と し た住宅地を形成する。 」 など

と し ています。  

2  国際ビジネス交流ゾーンにおいて「 公益性」 の言葉が使われてい

ますが、 ビ ジネスのための都市機能を 公益性と 称する のは問題で

す。  

 国際ビジネス交流ゾーンは、 中枢広域拠点の中でも 鉄道網が充実し 、

高次の中枢業務機能のほか、 商業、 観光、 芸術、 文化など多様な機能が

集積し た日本の経済を牽引するゾーンであり 、極めて公益性が高いと し

ており ます。  

3  新都市生活創造域の将来像において、 農地、 屋敷林、 樹木地など

が保全と あり ますが、 現状は、 大幅に縮小し ているこ と を踏まえた

表現になっ ていません。農空間や公園の確保には強力な支援が必要

です。  

 本マスタ ープラ ンでは、自然的環境の整備又は保全に関する都市計画

の決定の方針と し て、「 都や区市町村による都市計画公園や緑地の整備、

農地や樹林地等の保全を 推進すると と も に、防災や都市再生など様々な

施策と も 連動さ せながら 、 あら ゆる場所でみどり を創出・ 保全し ていく

こ と で、 みどり あふれた都市を創り 上げていく 」 と し ています。  

4 (1) 「 東京都市計画」 26 頁 18 行目（ および多摩部・ 島し ょ 部文書

の同記述）  

『 良好な自然地や歴史的遺産と なっ た樹林など、 貴重な自然環境

の保全を図り 』 と の記述部分に、 ぜひ星空に関する記述を加えてい

ただき たく 存じ ます。島し ょ 部で見える満天の星空は真に貴重な自

然環境であり 、 島の大き な魅力・ 観光資源と なり 得るも のです（ 神

津島では具体的な取組みが進んでいます）。  

修正案：『 良好な自然地や歴史的遺産と なっ た樹林、光害の影響のな

い満天の星など、 貴重な自然環境の保全を図り 』  

(2) 同 26 頁、 下から 6 行目（ および多摩部・ 島し ょ 部文書の同記

述）  

都市計画区域マスタ ープラ ンは、長期的な視点で都市の将来像を明確

にし 、 その実現に向けての大き な道筋を示し 、 都市計画に位置付ける法

定計画です。  

ご意見は、 今後の都市づく り 政策の参考と さ せていただきます。  
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(1)と 同様の理由で、『 清流や森林、 美し い海などの自然環境』 の

部分に、 満天の星を加えていただき たく 存じ ます。  

修正案：『 清流や森林、 美し い海、 満天の星などの自然環境』  

 

区域区分の有無及び区域区分を定める際の方針について（ ２ 件）  

 意見の概要 都の見解・ 対応 

1  現状、 ウィ ズコ ロナと 捉えら れていますが、 感染症が収束し ても

コ ロナ以前と 同様には戻ら ないと 想定さ れており ます。  

そのよう な中、「 第 3 区域区分の有無及び区域区分を定める際の

方針」、(2) 市街化区域及び市街化調整区域に配置さ れるおおむねの

人口及び産業の規模において２ ０ ３ ０ 年の就業人口の推計値が掲

載さ れていますが、 こ の推計の根拠が不明です。 今後推計さ れる場

合はこ の推計の方法について明記頂き たいと 存じ ます。  

2030 年の就業人口の推計値は、 都総務局（ 「 東京都就業者数の予測

（ 平成 27 年 10 月） 」 ） の推計データ を記載し ています。  

2 東京都市計画区域の東京都区部についての「 都市計画区の整備、

開発及び保全の方針」 は、 東京区部の人口の自然減がすでに始まっ

て久し く 、今後も 人口の自然減が続く こ と が明ら かであるにも かか

わら ず、 区域を環七の内側に縮小し 、 かつ、 区域内に集中さ せる地

域をつく るこ と で東京一極集中をさ ら に加速さ せ、現在の区部にお

ける課題を解決でき ない計画であるばかり か、さ ら に問題を大き く

する計画であり 反対いたし ます。  

 区部全体では 2030 年人口を「 おおむね 9,956 千人」 と 想定し ており 、

2015 年時点の 9,273 千人から 683 千人の増加を想定し ています。  

  

 

土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針について（ １ １ 件）  

 意見の概要 都の見解・ 対応 

1  開発と 転入で人口増を繰り 返し て利益を得るのは、開発業者だけ 本マスタ ープラ ンでは、 都市づく り の目標と し て、「 こ れまでの高度
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です。 こ う し た開発事業者のための都市計画は、 いい加減にやめる

べき です。  

転入増による人口の移動は、一方の都市で人口減と 空き 家をまね

き 、 ２ ３ 区など都心部はさ ら に過密化し ます。  

な都市機能の集積や都市のイ ンフ ラ スト ッ ク などを最大限活用し 、さ ら

にそれを伸ばし て、グローバルな人・ モノ ・ 情報の活発な交流を促進し 、

新たな価値を生み続ける活動の舞台と し ての東京のブラ ンド 力を高め、

世界中から 選択さ れる都市を目指す」 と し ています。  

また、「 地域の特性に応じ 、 集約型の地域構造を形成し ていく 観点及

び、 業務、 商業、 文化など都市機能の受け皿と し て東京全体への分散に

も 資するこ と から 、 地域レベルでの拠点等の育成を適切に進めていく 」

と し まし た。  

2  区の中心部に於いて、 建物の超高層化や容積率の緩和を通し て、

民間の活力により 、 量的に拡大さ せる方針に付いては反対です。 住

宅街・ 文教地区を守り 、 既存の地区計画を尊重する施策をと る様お

願いいたし ます。  

本マスタ ープラ ンでは、 中枢広域拠点域では、 高密な鉄道、 道路ネッ

ト ワーク を生かし て、 「 国際的なビジネス・ 交流機能や業務、 商業など

複合機能を有する中核的な拠点を形成する。 また、 芸術・ 文化・ スポー

ツや、 イ ノ ベーショ ンを 創出する産業、 交流機能などの多様な特色を有

する拠点や地域の形成を 図ると と も に、歴史的資源や風情ある街並みの

保全・ 活用、 地域コ ミ ュ ニティ の活性化などにより それぞれが際立っ た

個性を発揮し ながら 、 人々の交流の場を形成し 、 東京の魅力を向上さ せ

る」 と し まし た。  

また、「 こ の域内は、 こ れまでの形成過程などにより 各地域の様相が

異なっ ており 、中心部には日本経済の中枢機能を 担う 国際ビジネス交流

ゾーン、 その周辺には、 中核的な拠点や多様な機能を有する複数の活力

と にぎわいの拠点、 木造住宅密集地域、 低層な住宅市街地などがあり 、

それぞれの地域特性を踏まえた土地利用を誘導する」 と し ています。  

更に、都心居住については、「 人口の推移や住宅スト ッ ク の形成状況、

都心の利便性を生かし た様々な居住ニーズを踏まえながら 、高齢化や国

際化等に的確に対応するため、こ れまでの量的拡大から 質の向上へ住宅

施策を転換する」 と し ています。  

3  各区の地区計画と の整合性を考慮し てく ださ い。東京都の方針と

いっ ても そこ には各区 住民が生活し ているので、 そこ に既にある

地区計画を尊重し て下さ い。  

こ れから 20 年後の方針と なると 、 高層、 密集、 集中を避ける。

場合によっ ては減築、有効利用ではなく てゆと り ある利用が方針に

なっ ていく と 考えます。  
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4  市街地における 建築物の密度構成に関する 方針は再検討すべき

と 思量し ます。  

多く の地区に、 複合的で多様な機能を集積さ せ、 活力と にぎわい

の拠点形成が「 原案」 に謳われていますが、 建築物の容積率緩和は

必然的に建築物の高層化を 生むこ と になる 点よ り 再検討すべき 問

題と 思量いたし ます。  

建築物の高層化は、人の密集、 交通渋滞、 ビル風・ 災害時の対策、

景観等諸々の問題をはら んでおり ます。  

また、 昨今の自然災害は従来のも のと はスケールも 違い、 従来の

予想をはるかに超える被害が発生し ており 、慎重に検討さ れてし か

るべき と 思量し ます。  

都市計画に於いて、 建築物の高さ 制限は特に重要で、 各地区の 

「 地区計画」  にある現行の高さ 制限を 厳守し ていただき たいと 思

います。  

都市計画区域マスタ ープラ ンは、長期的な視点で都市の将来像を明確

にし 、 その実現に向けての大き な道筋を示し 、 都市計画に位置付ける法

定計画です。  

本マスタ ープラ ンでは、地域レベルでの拠点等の育成を適切に進めて

いく こ と が重要であると し 、 中枢広域拠点域において、 従来の生活拠点

等に加え、 都市機能の集積状況を踏まえ、 こ れまで位置付けのなかっ た

鉄道乗車人員の特に多い駅周辺等を、 新たに「 活力と にぎわいの拠点」

と し て位置付けるこ と と し ています。  

「 活力と にぎわいの拠点」 では、 商業、 文化、 交流など、 地域の活力

やにぎわいを生み出す多様な都市機能の集積を図ると し ており 、市街地

における建築物の密度構成に関する方針において、「 地域特性に応じ た

機能の集積を図るために中密度又は高密度と する」 と し ています。  

また、 災害に強い都市の形成に関する基本的な方針と し ては、 様々な

災害から 都民の生命と 財産を守るためには、 切迫する首都直下地震や、

今後の気候変動に伴い発生リ スク が増大する大規模水害など、甚大な被

害を も たら す災害に的確に対応でき る よ う 防災都市づく り を 進める 必

要がある。 そのため、 「 「 防災都市づく り 推進計画」 に位置付けら れた

整備地域における延焼遮断帯の形成や建築物の不燃化・ 耐震化の促進、

防災生活道路の整備、 無電柱化の推進、 また、 河川整備や下水道整備、

流域対策、広域避難の具体化などによる大規模水害のリ スク に対応し た

防災・ 減災対策の実施など、こ れまでの取組を着実に推進すると と も に、

大規模水害に備えた市街地の在り 方についても 検討を進める」 と し てい

ます。  

5 街にはそれぞれの地域によっ ての成り 立ちがあり 、 歴史、 文化、

個性があるも のだと 思います。  

 本マスタ ープラ ンでは、「 地域特性に応じ た土地利用を適切に実現す

るため、 住宅地、 業務・ 商業地、 工業地、 複合市街地を適切に配置する
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し かし 、 それが近ごろ の東京において、 街づく り 、 再開発と いっ

てそれら が破壊さ れ続けているよう に思います。  

それは、 小泉政権、 石原都知事の時から 土地の高度利用と いっ て

20 年間やっ てき たよう で、 その成果と し て東京都には同じ よう な

デザイ ンの無機質な高層の建物が街に溢れかえっ ています。  

そこ で、 私は高層マンショ ンについて調べまし た。 こ れは住宅と

し て本当に良いも のなのか。  

・ 移動の距離、 時間 

高層マンショ ンは低層、 中層のマンショ ンに比べ、 高さ 、 距離が

あるため玄関から エント ラ ンスまでの移動時間がかかるし 、戸数が

多いため、エレベータ ーの渋滞が起こ り やすく 待ち時間も 長めにな

るこ と が多いと の事。 こ れは通学、 通勤はも ちろ ん、 外出するこ と

が面倒になり 、外出する機会が少なく なり やすいこ と が考えら れま

す。  

• 3 密 

窓が開かない部屋、 窓がない廊下、 距離が長いエレベータ ーがあ

るなど 3 密を作り やすい環境であり ます。  

・ 修繕 

戸数が多い故に話がまと まら ず修繕までたどり 着く のは困難と

いう こ と から 今後、 廃墟化し ていく のでは、 と いう 記事も よく 目に

し ます。  

・ 災害時 

災害時にエレベーク ーが使えなく なっ た場合は 20 階以上 50 階

と も なる と 一度家に着く までに強靭な脚力と 相当の体力がいる で

し ょ う 。  

と と も に、 必要に応じ 周辺環境と の調和を図り つつ、 研究・ 学術・ も の

づく り や文化・ 芸術など新たな視点を重ね合わせた複合的な用途の配置

や住宅地におけるにぎわいや交流の創出、新たな働き 方を支える複合的

な用途の配置を誘導する」 と し ています。また、「 居住機能の充実、住環

境の維持・ 改善など、 地域の特性に応じ た快適で良好な住宅地の形成を

図る」 と し ています。  
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・ 健康面 

東京都が掲げている SDGs の 3、 人々に健康と 福祉を「 あら ゆる

年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し 、 福祉を促進する」  

4、 質の高い教育を みんなに「 すべての人々への包摂的かつ公正な

質の高い教育を提供し 、 生涯学習の機会を促進する。 11、 住み続け

ら れるまちづく り を「 包摂的で安全かつ強靭（ レジリ エント ） で持

続可能な都市および人間住居を実現する」 こ れら と は、 かけ離れた

住処であると 思います。  

また、 問題なのは、 再開発事業と し てすでに作ら れた街の歴史や

文化、 そこ に住んでいた人の人生をめちゃ く ちゃ にし 、 全く なき も

のにし て建てる、 と いう こ と であり ます。  

東京都が取り 入れていると 謳っ ている SDGs の「 誰一人取り 残さ

ない」 から 乖離し ていると 思います。  

3 分の 2 の同意があれば反対し ている地権者 3 分の 1 はそのまま

自分の愛着のある土地や家を手放さ なければなら ない。その悲痛な

叫びをあげている人たちを何人も 何か所も 見てき ています。そう い

っ た人たちに会っ てお話も 聞いています。  

こ れも 、前述し た「 誰一人取り 残さ ない」 から は程遠い実態です。 

「 誰一人取り 残さ ない」 と いう のなら 、 地域の線引き の時点で地権

者全員の同意がなさ れるべき です。  

多数決で決める街づく り ではなく 、 誰一人取り 残さ ない、 都民み

んなが幸せになれる街づく り を希望し ます。  

6  (5) 市街地における良好な居住実現の方針 

②良好な住宅市街地の形成 において 

・ 地域住民や企業などが主体と なっ たエリ アマネジメ ント の普及・

 本マスタ ープラ ンでお示し し ているよう に、地域住民や企業などが主

体と なっ たエリ アマネジメ ント の普及・ 促進を図るこ と により 、 まちの

魅力や地域の防災性を高めると と も に、地域の特性を生かし た美し い街



21 
 

促進を 図る こ と によ り 、 まち の魅力や地域の防災を 高めると と も

に、 地域の特性を 生かし た美し い街並みや良好な住環境を 誘導す

る。 と あり ます。  

是非と も 、 地域住民が主体（ 企業が入り 利益優先、 高度利用優先

の開発でない） になり 、 防災性が高い、 地域の特性を生かし た良好

な住環境の実現に向けたプラ ンに変更し てく ださ い。  

並みや良好な住環境を誘導し て参り ます。  
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7 (5) 市街地のおける良好な居住実現の方針 

③良好な住宅市街地の形成 

（ 原文）  

・ 世代を超えて住み継がれるよう 、 良質で長期使用が可能な住宅の

建設を促進すると と も に、高い省エネルギー性能及び再生可能エ

ネルギーの高い利用率を有するなど、環境に配慮し た質の高い住

宅スト ッ ク の形成を図る。  

＜修文案＞ 

世代を超えて住み継がれるよう 、良質で長期使用が可能な住宅の

建設を促進すると と も に、高い省エネルギー性能及び再生可能エネ

ルギーの高い利用率を有するなど、 環境、 防災、 快適性に配慮し た

質の高い住宅スト ッ ク の形成を図る。  

 

・ 安全性の向上や高齢化への対応を図るため、 建築物の耐震改修の

促進に関する法律などに基づき 、建替えや大規模改修時の耐震改

修などを促進すると と も に、バリ アフ リ ー化や防犯機能も 考慮し

た住宅の普及を図る。  

良好な住宅の概念に、「 高齢化への対応」 にあたり 、昨今ヒ ート シ

ョ ッ ク による事故が増加し ている状況を踏まえ、 住宅内の温熱環境

の改善（ ヒ ート ショ ッ ク 対応） の概念も 追加すべき と 考えます。  

＜修文案＞ 

安全性の向上や高齢化への対応を図るため、建築物の耐震改修の

促進に関する法律などに基づき 、建替えや大規模改修時の耐震改修

などを促進すると と も に、バリ アフ リ ー化や防犯機能やヒ ート ショ

ッ ク 等の温熱環境の改善に考慮し た住宅の普及を 図る。  

都市計画区域マスタ ープラ ンは、長期的な視点で都市の将来像を明確

にし 、 その実現に向けての大き な道筋を示し 、 都市計画に位置付ける法

定計画です。  

ご意見は、 今後の都市づく り 政策の参考と さ せていただきます。  
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8  駅周辺を開発し て魅力あるまちづく り を進めていく ためにも 、事

業推進の起爆剤と し て、 駅周辺の適切な規制緩和をお願いし ます。

一例と し て、「 容積率の緩和」 による複合的で高度な土地利用推進、

「 付慨義務駐車場の緩和」 による回遊し やすい歩行者空間の整備、

「 夜間照明の緩和」 による夜のにぎわいの演出など。  

 本マスタ ープラ ンでは、 「 中核的な拠点、 活力と にぎわいの拠点等に

おいて、 地域の個性やポテンシャ ルを最大限に発揮し 、 競い合いながら

新たな価値を創造し ていけるよう 、 都市開発諸制度等を活用し 、 育成用

途を適切に設定するこ と で、地域にふさ わし い用途の導入や多様な機能

集積を促進する」 と し ています。  

ご意見は、 今後の都市づく り 政策の参考と さ せていただきます。  

9  (7) 都市再生緊急整備地域、特定都市再生緊急整備地域における整

備の方針 

（ 原文）  

特定都市再生緊急整備地域では、 ハード ・ ソ フ ト が一体と なっ た

国際競争力の強化に資する 先進的なビ ジネス支援機能の導入や外

国人も 暮ら し やすい居住環境の充実などを 一体的に進めると と も

に、 震災などに対応でき る防災機能の強化、 自立・ 分散型かつ効率

的なエネルギーシステムの導入などを誘導し ていく 。  

特定都市再生緊急整備地域に限定すべき も のではないため、 2 つ

に区分し て記載すべき と 考えます。  

＜修文案＞ 

・ 特定都市再生緊急整備地域では、 ハード ・ ソ フ ト が一体と なっ た

国際競争力の強化に資する 先進的なビ ジネス支援機能の導入や

外国人も 暮ら し やすい居住環境の充実などを一体的に進める。  

・ 都市再生緊急整備地域では、 震災などに対応でき る防災機能の強

化、 自立・ 分散型かつ効率的なエネルギーシステムの導入などを

誘導し ていく 。  

国が定める都市再生基本方針に沿っ て、 都と し ても 、 都市再生緊急整

備地域において、災害に強いまちづく り の推進を 図る必要があると 考え

ており ますが、特に国際競争力の強化を図る特定都市再生緊急整備地域

内において、 災害に強いビジネス拠点等の整備を 促進し ていく こ と は、

わが国の経済活動を支える大都市の業務機能、行政機能等の継続性を確

保する観点から 、 重要と 考えており ます。  

 ご意見は、 今後の都市づく り 政策の参考と さ せていただき ます。  

10 土地利用に関する方針において、 1 住宅地では、 人口減少を踏ま

えた質の重視が求めら れます。 高度利用や高層住宅地の誘導など

本マスタ ープラ ンでは、「 地域区分による地域特性に応じ た土地利用

を適切に実現するため、 住宅地、 業務・ 商業地、 工業地、 複合市街地を
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は、 時代に逆行し ています。 5 流通業務地においても 、 住まいと の

調和を 計画に盛り 込むべき です。 良好な居住実現の方針において

も 、「 建て替え」 あり き でなく 、 スト ッ ク 活用を 優先すべき であり 、

特に公営住宅にあっ ては、セイ フ ティ ネッ ト の視点から 住まいの質

の向上をねら う と すべき です。 狭小宅地は進んでおり 、 人口流入抑

制も 考慮に入れた住環境整備が必要です。  

適切に配置すると と も に、 必要に応じ 周辺環境と の調和を図り つつ、 研

究・ 学術・ も のづく り や文化・ 芸術など新たな視点を重ね合わせた複合

的な用途の配置や住宅地におけるにぎわいや交流の創出、サテラ イ ト オ

フ ィ スなど、 新たな働き 方を支える複合的な用途の配置等を誘導する」

と し ています。 また、「 居住機能の充実、 住環境の維持・ 改善、 ゆと り あ

る住宅地の形成など、地域の特性に応じ た快適で良好な住宅地の形成を

図る」 と し ています。  

また、平成 28 年度に策定し た東京都住宅マスタ ープラ ンでは、既存ス

ト ッ ク の有効活用を目標実現に向けた着眼点の一つと し ています。  

都営住宅については、 スト ッ ク の有効活用を図り ながら 、 住宅セーフ

ティ ネッ ト の中核と し ての機能を 的確に果たせる よ う に取組んでいき

ます。  

11 ＜ゴール 11 安全な都市。 柔軟で回復力のある都市。 及び人間の

居住。 ＞ 

こ れこ そ「 タ ワマン」 が最も 対極にあっ て、 整合性を担保し 得な

い課題である。 まず危険であるこ と は加筆の要がない。 様々な「 安

全」 対策は為さ れている様だが、 それこ そ危険であるこ と に他なら

ない。 又、 タ ワマンの柔軟性・ 回復力はどう か。 構造学的に柔構造

であるこ と を言っ てるのでは無い。 維持するこ と が先ず大変。 ひと

たび破綻し た場合、 手に負えない代物であるのは想像に難く 無い。 

し かも タ ワマン 開発によ っ て既存の柔軟にし て回復力のある ＝

レジリ エント な街区を消滅さ せての上でのこ と であるから 、ますま

す手に負えない。  

＜ゴール 16 全ての人々に司法へのアク セスを提供し 、 あら ゆる

レベルにおいて効果的で説明責任のある包括的な制度を構築する。

都市計画区域マスタ ープラ ンは、長期的な視点で都市の将来像を明確

にし 、 その実現に向けての大き な道筋を示し 、 都市計画に位置付ける法

定計画です。  

 ご意見は、 今後の都市づく り 政策の参考と さ せていただき ます。  
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＞ 

こ こ に至っ ては現状においてほぼ絶望的である。 元来、 都市計画

法～都市再開発法においては「 私権」 が著し く 侵害さ れる事を容認

し ている。 そし て驚く べき こ と には、 それが問題と し て意識さ れて

いない。  

現在、既に浸透し た『 SDGs』 を達成でき ないどこ ろ か、それに逆

行し てはばから ない「 タ ワマン開発」 はその根底から 見直さ れるべ

き 事業であり 、20 年後の世代に好まし く ない「 未来」 を提供する事

になると 思われます。 よっ て、 今「 再開発事業」 そのも のを猛省し

なければなら ない時機が来ているのだ。 と 考えます。  

 

都市施設に関する主要な都市計画の決定の方針ついて（ １ ２ 件）  

 意見の概要 都の見解・ 対応 

1  東京にはたく さ んの駅があり ますが、 ホームド アはまだついてい

ない所があり ます、 こ んな危険を放置し ておいて良いでのでし ょ う

か？ 

 本マスタ ープラ ン では、 拠点機能を 支える 交通サービスの実現と し

て、「 高齢者や障害者をはじ めと するあら ゆる人の快適性を 高める多機

能ト イ レやエレベータ ー、 ホームド アなどの設備については、 全駅への

導入を促進する」 と し ています。  
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2  私は、 羽田空港飛行ルート 変更の問題にも 取り 組んでき まし た。

増便の背景に、 グローバル化と 航空業界のルート 選択による燃料費

や時間削減による効率化があるも のの、 増便と いう 状況を招いたの

は、 東京一極集中で、 こ こ を放置し ている限り 、 増便を名目にし た

都民の環境悪化や、 空港施設の増設が繰り 返さ れると 思い、 東京と

いう 都市のキャ パシティ について、 国土交通省にどう 考えているの

か聞いたこ と があり ます。  

非公式であり 、 その場逃れの詭弁だっ たかも し れませんが、 その

時国交省は、 東京都の都市のキャ パシティ は東京都の都市計画マス

タ ープラ ンが作るも ので、 東京都が考えるべき も のだと 言っ たこ た

えをし まし た。  

本マスタ ープラ ンでは、「 こ れまでの高度な都市機能の集積や都市の

イ ンフ ラ スト ッ ク などを 最大限活用し 、 さ ら にそれを伸ばし て、 グロー

バルな人・ モノ ・ 情報の活発な交流を促進し 、 新たな価値を生み続ける

活動の舞台と し ての東京のブラ ンド 力を高め、世界中から 選択さ れる都

市を目指す」 と し ています。  

また、 「 東京には、 引き 続き 圏域の活力を更に高め、 多様化するラ イ

フ スタ イ ルなどに応えるこ と が期待さ れているこ と から 、東京圏全体で

国内外の人・ モノ ・ 情報の自由自在な移動と 交流を確保し 、 イ ノ ベーシ

ョ ンの源泉と なる「 挑戦の場」 の創出につなげていく 」 と し ています。 

3  都心低空飛行路線が検討さ れていますが、 都心上空の問題は都民

にと っ て、 日常生活に安定・ 安心• 安全のためには外せない問題で

す。  

2020 年 3 月 29 日から 運用を開始し た新飛行経路につき まし て、東京

都は引き 続き 国に対し 、 丁寧な情報提供や騒音・ 安全対策の着実な実施

を求めてまいり ます。 また、 将来にわたっ て、 東京が国際競争力をも っ

て持続的な発展を続けていく ためには、国内外に豊富なネッ ト ワーク を

有する羽田空港の機能強化を図るこ と は不可欠と 考えています。こ のた

め、 羽田空港の更なる機能強化を国に求めると と も に、 今後の航空需要

等を踏まえた将来のあり 方について検討し ていき ます。  

4  都市施設整備における交通基盤の整備において、 羽田空港のこ れ

以上の容量拡大は、 都民への犠牲を伴う ので望まし く あり ません。  
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5  東京都副知事連名によ る 「 当面の都政運営方針に関する 依命通

達」 (5 月 5 日付け） において、 コ ロナ対策に巨費を要する緊急対策

が必須と なる 中で、 直ち に取組む優先度が低いと 考えら れる 事業

で、 未着手等のも のは延期又は中止すべき 旨明示すると と も に、 そ

う いっ た事業の例と し て街路（ 道路） 整備を挙げています。  

こ の「 依命通達」 に次いで出さ れた本パプコ メ の対象である「 都

市計画の整備、開発及び保全の方針案」（ 以下「 都市計画の整備等方

針案」 と 略称） においては、「 都市計画道路の整備に併せて」 (60 頁）

と か、「 道路整備等に合わせ」 (61 頁） 等と いっ た都市計画道路の整

備・ 推進を大前提と する様な記述が見受けら れ、「 依命通達」 の発出

が必要と なっ たコ ロナ禍の発生・ 脅威と いっ た新たな要因・ 事態へ

の配慮に欠けたも のと なっ ており 、その意味で、「 都市計画の整備等

方針案」 と 「 依命通達」 の基本的趣意の間には整合性の面で問題が

あると 指摘せざるを得ません。  

「 都市計画の整備等方針案」 は、今後の指針と し て、「 環境負荷の

少ない」 都市計画、 交通体系等に言及し ていると こ ろ  (62, 63 頁）、

因みに現在多摩地区（ 小金井市関係） で計画の推進が企てら れてい

る都市計画道路（ 3・ 4・ 1 号線、 3・ 4・ 11 号線） はと り わけ国分寺

崖線の責重な自然・ 緑・ 生態系を破壊するも の、 即ち環境負荷が極

めて高いも のであるこ と は明白である等の理由で、 多く の小金井市

民が当該道路の事業化に事実上反対し ている こ と はご承知の通り

であり 、 加えて上記で言及の「 依命通達」 の趣意にも 鑑み、 問題の

2 路線の事業化は直ちに中止すべき 事例であると 考えます。  

都市計画区域マスタ ープラ ンは、長期的な視点で都市の将来像を明確

にし 、 その実現に向けての大き な道筋を示し 、 都市計画に位置付ける法

定計画です。  

都市計画道路については、「 必要な都市計画道路の整備を 着実に進め

ると と も に、 社会経済情勢や道路に対するニーズ、 地域のまちづく り の

変化等を踏まえ、 都市計画道路の不断の見直し を 行っ ていく 」 と し てい

ます。  

 

6  道路ネッ ト ワーク の形成など都市機能を 強化する 開発に関する

方針と 、 みどり や生態系、 景観など自然環境保全と の整合性をどう

都市計画区域マスタ ープラ ンは、長期的な視点で都市の将来像を明確

にし 、 その実現に向けての大き な道筋を示し 、 都市計画に位置付ける法
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取るのでし ょ う か。  

SDGs や東京ゼロエミ ッ ショ ンと の整合性も 取れていません。  

地球規模の気候変動の時代において、 全ての事業について根本的な

見直し を図るべき です。  

定計画です。  

 各種都市計画事業の実施が周辺の環境に著し い影響を 及ぼさ ないよ

う に配慮するこ と が必要であり 、 各事業が対象と なる場合には、 環境影

響評価法も し く は東京都環境影響評価条例に則り 、事業の実施が環境に

及ぼす影響について、技術指針等に基づき 環境影響評価の項目ごと に定

める評価の指標を用いて評価を行う など、適切に手続き を進めてまいり

ます。  

 また、 本マスタ ープラ ンでは、「 三環状道路などの広域交通ネッ ト ワ

ーク の整備による、 都心部などへの通過交通の流入抑制、 道路と 鉄道と

の立体交差化の推進、交差点改良の推進などにより 、交通渋滞を解消し 、

都市全体で CO2 排出量を削減する。」 と し ています。  

7  都市づく り のグラ ンド デザイ ンで示さ れている「 道路空間を再編

（ リ メ イ ク ） し 、 ゆと り やにぎわいを生み出す」 方針を踏まえ、 人

中心の道路空間への転換・ 再編の方針や、 新モビリ ティ ・ 物流ロボ

ッ ト 等の導入を 踏まえた道路のリ デザイ ン も 考慮する 旨を 記載す

るこ と が望まし いと 考えます。  

例えば P39「 道路ネッ ト ワーク 」 や市街地整備の P46「 市街地開

発事業の方針」 への追記、 また、 P40「 道路整備により 、 通過交通が

削減さ れる大規模タ ーミ ナル駅の周辺では、 道路空間等を人が回遊

し やすい歩行者空間へ再編し 、 駅と にぎわいの場が連携する地域軸

を形成する。」 に関し 、大規模タ ーミ ナル駅に関わら ず公共交通分担

率の高い駅等も 想定さ れるため、 大規模タ ーミ ナル駅の周辺「 等」

と の記載が望まし いと 考えます。  

都市づく り のグラ ンド デザイ ンで示さ れている方針を踏まえ、本マス

タ ープラ ンでは「 道路ネッ ト ワーク の形成により 円滑な交通が実現する

地域において、 まちづく り や地域のニーズに応じ 、 自転車や歩行者の快

適な通行空間の確保を図る」 、「 市街地開発事業などによる拠点的地域

の整備を行う 際には、 地域の特性を踏まえ、 車中心から 人中心の空間へ

と 転換し 、 居心地が良く 歩き たく なるまちなかの形成を促進する」 と し

ています。  

大規模タ ーミ ナル駅については、都市づく り のグラ ンド デザイ ンで示

さ れている方針を踏まえ、 「 道路整備により 、 通過交通が削減さ れる大

規模タ ーミ ナル駅の周辺では、道路空間等を人が回遊し やすい歩行者空

間へ再編し 、 駅と にぎわいの場が連携する地域軸を形成する」 と し てお

り 、 新宿駅周辺、 池袋駅周辺などにおいて検討を 進めてまいり ます。  

8  自転車交通は、 歩行者と の分離がなさ れておら ず、 道路構造の見

直し が不可欠です。  

本マスタ ープラ ンでは、「 道路ネッ ト ワーク の形成により 円滑な交通が

実現する地域において、 まちづく り や地域のニーズに応じ 、 自転車や歩
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行者の快適な通行空間の確保を図る」 と し ています。  

9  「 未来の東京」 戦略ビジョ ンの戦略 9 「 駅と まちが一体と なっ た

便利で賑わいのある交通結節点を創出」 では、「 都と し て主導的な役

割を果たし ていく 」 と 記述があり ます。  

P.40-41 の駅施設の改善、地下道路等の整備、駅前空間の整備の 3

箇所に関し て「 促進」 ではなく 「 推進」 と し てく ださ い。  

 都市計画区域マスタ ープラ ンは、長期的な視点で都市の将来像を明確

にし 、 その実現に向けての大き な道筋を示し 、 都市計画に位置付ける法

定計画です。  

具体の整備については、道路管理者や鉄道事業者などが主体と なるこ

と から 、「 促進」 と し ており ます。  

10  下水道及び河川の方針において時間 75 ミ リ 降雨を設定し ている

が、 その根拠と と も に、 浸水域を考慮し た都市計画の見直し なども

必要です。 災害に係る方針と し ては、 緑化や水辺空間を都市計画に

おける災害低減の基本においた設定が望まれます。 地震や水害の想

定被害シミ ュ レーショ ンをも と に、 都市計画に反映すべき です。  

区部では東京管区気象台（ 大手町） 、 多摩部では八王子観測所の降雨

データ を用い、 目標と する降雨を設定し ています。 目標と する降雨は、

降雨に対する安全度を区部・ 多摩部一律と し 、年超過確率 1／20 規模の

降雨に設定し まし た。  

令和 2 年 1 月に策定し た東京都豪雨対策アク ショ ンプラ ンでは、新た

な取組による強化と し て、対策を強化するエリ アの拡大を検討するこ と

を位置付けています。  

具体的には、 河川整備にあたっ ては、 浸水被害の発生などを踏まえ、

豪雨時の浸水リ スク や被害想定等の指標に基づき 対策強化流域の追加

を検討し ます。  

また、 下水道整備にあたっ ては、 下水道施設の能力検証をシミ ュ レー

ショ ン技術の活用により 実施し 、浸水の危険性が高い地区について対策

強化地区等を追加し ます。  
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11 (3) その他主要な都市施設などの都市計画の決定の方針 

④地域冷暖房施設 

（ 原文）  

・ ごみや汚泥の焼却排熱、 下水熱、 コ ージェ ネレーショ ン設備など

を有効利用するこ と により 、 エネルギー利用の効率化と 大気汚染

防止など、 都市環境の改善を図るため、 必要な施設の整備を進め

る。  

＜修文案＞ 

・ ごみや汚泥の焼却排熱、 下水熱、 コ ージェ ネレーショ ン設備など

を有効利用するこ と により 、 エネルギー利用の効率化と 大気汚染

防止など、 都市環境の改善を図り 、 合わせて都市防災機能の拡充

と 快適性等の生活の質の向上を図るため、 必要な施設の整備を進

める。  

都市計画区域マスタ ープラ ンは、長期的な視点で都市の将来像を明確

にし 、 その実現に向けての大き な道筋を示し 、 都市計画に位置付ける法

定計画です。  

 ご意見は、 今後の都市づく り 政策の参考と さ せていただき ます。  

12  投資利益のための過剰なイ ンフ ラ 整備に、 税や物の値段に転嫁さ

れて私たち都民が負担するこ と には、 限界があり 、 今ある施設の適

正な更新と 負担に見合っ た縮減をすべき で、 こ れ以上の都市施設の

整備への投資は行う べき ではあり ません。  

東京一極集中の都民の環境を悪化さ せるだけでなく 、 税負担や税

外負担の増加を招き 、 結果と し て福祉、 医療、 教育などの社会保障

費負担の縮減を余儀なく さ せるこ と が明ら かな計画であり 、 反対い

たし ます。  

 本マスタ ープラ ンでは、「 こ れまでの高度な都市機能の集積や都市の

イ ンフ ラ スト ッ ク などを 最大限活用し 、 さ ら にそれを伸ばし て、 グロー

バルな人・ モノ ・ 情報の活発な交流を促進し 、 新たな価値を生み続ける

活動の舞台と し ての東京のブラ ンド 力を高め、世界中から 選択さ れる都

市を目指す」 と し ています。  

 また、「 みどり を守り 、まちを守り 、人を守ると と も に、東京なら では

の価値を高め、 持続可能な都市・ 東京を実現し ていく 。 こ う し た基本的

な考え方に基づき 、2040 年代に向けて東京の都市づく り を進め、「 成長」

と 「 成熟」 が両立し た未来の東京を実現し ていく 」 と し ています。  
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災害に係る主要な都市計画の決定の方針について（ ５ 件）  

 意見の概要 都の見解・ 対応 

1  マスタ ープラ ンの基本と なる考え方が東京の現状是認であり 、実

際に存在する問題点の分析や具体的解決法が示さ れていない。経済

成長期の発想によ る 巨大ビ ルや高層マン ショ ン の建設是認と も 見

えるが、 今後の人口減少、 地方回帰、 生活の質の向上と いっ た観点

に欠けているよう に思われる。 一言でいえば、 明確な都市計画のコ

ンセプト が感じ ら れません。  

具体的問題の例と し て、  

（ １ ） 近い将来予想さ れる地震や水害に対し て危険地域にはどのよ

う な対策を打つのでし ょ う か。  

（ ２ ） 海外諸都市では最早当然と なっ ている電柱の地中化が進んで

いないが如何に進めるのでし ょ う か。  

（ ３ ） 共同溝の整備計画はどう なっ ているのでし ょ う か。  

都市計画区域マスタ ープラ ンは、長期的な視点で都市の将来像を明確

にし 、 その実現に向けての大き な道筋を示し 、 都市計画に位置付ける法

定計画です。  

なお、 災害に強い都市の形成に関する基本的な方針と し て、「 様々な

災害から 都民の生命と 財産を守るためには、 切迫する首都直下地震や、

今後の気候変動に伴い発生リ スク が増大する大規模水害など、甚大な被

害を も たら す災害に的確に対応でき る よ う 新たな感染症にも 配慮し な

がら ､防災都市づく り を 進める必要がある」 と し ており 、不燃化・ 耐震化

の促進、 無電柱化の推進、 大規模水害のリ スク に対応し た防災・ 減災対

策の実施など、 こ れまでの取組を着実に推進すると と も に、 大規模水害

に備えた市街地の在り 方についても 検討を進めると し ています。  

2  気候変化に伴い自然災害が多発し ています。  

何ができ る か？まずは身近な環境を 整えていく こ と ではないで

し ょ う か？東京の中心部から 先頭を き っ て発信する こ と は意義が

あると 考えます。  

高層建築と いう 発想は時代遅れです。  

 本マスタ ープラ ンでは、災害に強い都市の形成に関する基本的な方針

と し て、「 様々な災害から 都民の生命と 財産を 守るためには、 切迫する

首都直下地震や、今後の気候変動に伴い発生リ スク が増大する大規模水

害など、甚大な被害をも たら す災害に的確に対応でき るよう 新たな感染

症にも 配慮し ながら ､防災都市づく り を進める必要がある」 と し ており 、

「 「 防災都市づく り 推進計画」 に位置付けら れた整備地域における延焼

遮断帯の形成や建築物の不燃化・ 耐震化の促進、 防災生活道路の整備、

無電柱化の推進、 また、 河川整備や下水道整備、 流域対策、 広域避難の

具体化などによる大規模水害のリ スク に対応し た防災・ 減災対策の実施

など、 こ れまでの取組を 着実に推進すると と も に、 大規模水害に備えた

市街地の在り 方についても 検討を進める」 と し ています。  

3  「 成長」 より も「 成熟」 を中心に考える方が良いのではないでし

ょ う か。「 成熟」 に必要なこ と は何かから はじ めて総点検、再構築す

る。 例えば、 予想さ れている災害と し て「 30 年以内に 70% の確率

で首都圏直下型地震」、「 東海－東南海－南海」 海溝型地震による影

響（ 長周期地震波による超高層建物や免震建物の影響） 洪水、高潮、

メ ガ台風と めじ ろ 押し です。  
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4  都市づく り における、 防災性の重要性と 、 常時・ 非常時使用の自

立型発電設備の推進について 

海外の他の都市と 違い、 地震等災害の多い日本では、 まちづく り

において防災面も 十分対応をと り 、 推進し ていく 必要があり ます。

防災面の整備は、 民間の自助努力だけでなく 、 政策的に進めるこ と

が重要です。 具体的には、 平時の環境負荷低減に貢献し 、 非常時に

は重要な電源になり う る、 コ ージェ ネレーショ ン設備等の自立・ 分

散型設備の常用設置を政策的に推進する事で、安心• 安全・ 環境低負

荷なまちづく り が実現でき ると 提案いたし ます。  

(1) 災害に強い都市の形成に関する方針 

③耐震化の促進 

・ 橋梁（ り ょ う ） やト ンネル、 港湾や堤防施設、 鉄道施設、 ラ イ フ

ラ イ ンなどの耐震化を図り 、災害時にも 機能する都市施設を確保

する。 防災上特に重要な学校や病院、 要配慮者が利用する社会福

祉施設などの建築物については、 重点的に耐震化を促進する。  

防災上特に重要な施設に、 災害時の災害業務遂行拠点と し て、 機

能維持が不可欠な「 庁舎」 を追加すべき と 考えます。  

＜修文案＞ 

・ 橋梁（ り ょ う ） やト ンネル、 港湾や堤防施設、 鉄道施設、 ラ イ フ

ラ イ ンなどの耐震化を図り 、災害時にも 機能する都市施設を確保

する。 防災上特に重要な庁舎、 学校や病院、 要配慮者が利用する

社会福祉施設などの建築物については、重点的に耐震化を促進す

る。  

(2)自立・ 分散型エネルギーの確保に関する方針 

①エネルギーの有効活用に関する方針 

都市計画区域マスタ ープラ ンは、長期的な視点で都市の将来像を明確

にし 、 その実現に向けての大き な道筋を示し 、 都市計画に位置付ける法

定計画です。  

 ご意見は、 今後の都市づく り 政策の参考と さ せていただき ます 
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（ 原文）  

・ 発災後も 都市機能を維持でき るよう 、 多様な発電手段を用いた電

力供給の安定化に向けた取組を促進する。  

・ 災害時にも 事業継続でき るよう 、 拠点形成や都市開発に併せ、 コ

ージェ ネレ ーショ ン システムなどの自立分散型の発電施設の導

入を促進すると と も に、ネッ ト ワーク 化によるエネルギーの相互

融通を可能にし 、地域全体でのエネルギーの面的利用による自立

化・ 多重化を促進する。  

＜修文案＞ 

• 発災後も 都市機能を 維持でき るよう 、 防災上重要な施設を 中心と

し て、 平時の環境負荷軽減と 災害時の自立電源確保を図る自立・

分散型エネルギーシステムなど、多様な発電手段を用いた電力供

給の安定化に向けた取組を促進する。  

 

5 中央広域拠点の誘導方向と し て、 緑化推進、 水辺空間の創出は望

まし いですが、 建ぺい率の緩和などは、 時代に逆行し ています。 ス

ク ラ ッ プアン ド ビ ルド よ り はスト ッ ク 活用の方向を 強く う たう べ

き でそのための政策を強化すべき です。 何より も 、 防災機能のため

にも 緑地空間の増大が望まれます。  

 建蔽率の緩和については、「 地区計画の活用や新たな防火規制区域の

指定の拡大に合わせた建蔽率の緩和等により 、 個別建替えを促進する」

と し ているよう に、 狭小敷地での建替えなどに配慮し 、 防災性の向上が

難し い木造住宅密集地域などに対し て適用するも のです。  

木造住宅密集地域における災害時の安全性を確保するため、建て替え

促進により 、 建築物の耐火性能を強化する必要があると 考えます。  

 

環境に係る主要な都市計画の決定の方針について（ ６ 件）  

 意見の概要 都の見解・ 対応 

1  開発は、 土にコ ンク リ ート で蓋をするこ と になり 、 降っ た雨が大

地に浸透せず、 一気に都市河川に流れ込むため、 河川の氾濫や、 内

 都市計画区域マスタ ープラ ンは、長期的な視点で都市の将来像を明確

にし 、 その実現に向けての大き な道筋を示し 、 都市計画に位置付ける法



34 
 

水氾濫を巻き 起こ し 、 災害は深刻化するばかり です。  

東京の農林水産業が衰退し 、 自然が荒廃し ているこ と も 、 激甚化

する災害と 無縁と は言えませんが、 背景には、 開発だけでなく 一次

産業を軽視し 、東京一極集中を進めてき た国と 東京都の責任は重大

です。  

定計画です。  

 ご意見は、 今後の都市づく り 政策の参考と さ せていただき ます 

 

2  30 年程前必死で再開発の中止にし まし た。 そし て各々が苦労し

て新し い家を建てまし た。 此の辺は古い家はあり ません。  

 それをどう し て破壊し てし まう のでし ょ う か？ 

 血税を使っ てやり たい放題は私は許せません。 国民の権利は何所

へいっ てし まっ たのでし ょ う か。  

 こ のままで良いと 思います。  

3  (1) エネルギーの有効活用に関する方針 

（ 原文）  

拠点形成に際し 、自立分散型の発電施設の立地を 促進すると と も

に、再生可能エネルギーを蓄電池と と も に積極的に導入し ながら エ

ネルギーの安定的な供給と 事業継続性の確保を図る。  

コ ージェ ネレーショ ンシステムは、 自立・ 分散型発電施設の典型

的なシステムであるこ と 、 また、 エネルギーを蓄えるこ と ができ る

設備と し ては、 蓄電池の他に蓄熱槽等も あるこ と から 、 以下の通り

に変更すべき と 考えます。  

＜修文案＞ 

・ 拠点形成に際し 、 コ ージェ ネレーショ ンシステムなどの自立分散

型の発電施設の立地を促進すると と も に、再生可能エネルギーを

蓄電池や蓄熱槽等と と も に積極的に導入し ながら エネルギーの

安定的な供給と 環境負荷の低減、 事業継続性の確保を図る。  
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(2) 環境の少ない都市の形成に関する都市計画の決定の方針 

②環境に優し い建物の普及に関する方針 

（ 原文）  

・ 環境性能の高い建物が不動産市場で評価さ れるよう 、 ラ ベリ ング

制度の充実強化を図る。  

＜修文案＞ 

・ 環境性能や防災性、 快適性の高い建物が不動産市場で評価さ れる

よう 、 ラ ベリ ング制度の充実強化を図る。  

4  エネルギー政策・ 及び環境保全について 

近年、ヒ ート アイ ラ ンド 現象やゲリ ラ 豪雨の原因と し て都市排熱

の密集が指摘さ れていますが、こ れを逆手に取っ てエネルギー源と

捉えるこ と はでき ないでし ょ う か？ 

・ 空調を都市イ ンフ ラ 化し 、 冷媒ガスを都市イ ンフ ラ と し て各戸に

配給、 その後各建物から 熱を 持っ たガスを 集約し て施設で再圧

縮、こ の際に放熱さ れる熱エネルギーを利用するヒ ート ポンプ発

電 

・ ビル風を意図的に一箇所に集約する計画都市開発（ X 字の巨大ビ

ル群）、 及び集約地点(X の中央点)での垂直軸風力発電 

・ 水害の際にかなら ず出るであろ う 放水路における余剰エネルギー

を利用し た不定期水力発電 

5 「 東京都市計画」 64 頁（ および多摩部文書の同記述）  

『 ヒ ート アイ ラ ンド 現象の緩和に関する方針』 と 並列し て、 都心

部で深刻な光害の抑制に関する 項目を 加えていただき たく 存じ ま

す。  

文言案：  



36 
 

光害の抑制に関する方針 

・ 過剰・ 不適切な照明による光害を抑制するため、 光害対策型照明

器具の利用や状況に応じ て輝度・ 点灯時間等を制御する I oT 技術

の導入を推進すると と も に、地域全体と し て明るさ のレベルが過

剰と なら ないよう 、 地域ごと の照明計画の策定を 促進する。  

6  東京都の「 海の森」 の様な企画は風を都心に運び込む役割を果た

し ながら 、 緑を更に増やし 続けている現実が、 植樹に参加し た一人

と し て、 大変嬉し い。  

豪雨に備え堤防決壊などを防ぐ には、広葉樹林を 植樹すると 治水

力を促進するそう だ。  

こ こ 大田区では区と し て緑化を 推奨し ながら 、 1293 本も の低木

を含まない樹木を開発の一端と し て区政の下、多く の住民の悲願も

空し く 伐採し てし まっ た。 千代田区も オリ ンピッ ク 開催のために、

マラ ソ ンで使う 道路脇の植樹を伐採し てし まっ たと 聞く 。  

都政に自治体の伐採行為に対する 罰則規定の設定を 呼びかけて

ほし い。  

 本マスタ ープラ ンでは、 「 河川・ 運河など水辺空間の緑化を進め、 都

市公園や街路樹などと 有機的にみどり をつなげるこ と で、水と 緑のネッ

ト ワーク を更に充実し ていく 」 と し ています。  

 ご意見は、 今後の都市づく り 政策の参考と さ せていただき ます。  

 

都市景観に係る主要な都市計画の決定の方針について（ ５ 件）  

 意見の概要 都の見解・ 対応 

1  都心にあっ ても 電信柱、 電線がむき出し な町はき れいでし ょ う

か？安全でし ょ う か。  

 本マスタ ープラ ンでは、 「 中核的な拠点や活力と にぎわいの拠点、 地

域の拠点など、 多く の人が利用し 、 まちの顔と なる道路において無電柱

化を加速し 、 良好な景観形成や回遊性の向上、 バリ アフ リ ー化を促進す

る」 と し ています。  
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2 ○美し い都市空間の創出 

美し い都市空間と は「 住民や訪れる人々が、 自然の空気を存分

に吸収し 太陽が存分に当たる住まいが周辺を乱すこ と なく 建てら

れ、 秩序正し く 街並みを 形成し ている」 こ と ではないでし ょ う か。 

本マスタ ープラ ンでは、「 東京都景観計画等により 、 東京都全体と し

て美し く 風格のある 都市景観の形成や魅力のある 拠点の景観形成を 図

る」 と し ています。  

ご意見は、 今後の都市づく り 政策の参考と さ せていただきます。  

3 「 東京都市計画」 69 頁 1 行目（ および多摩部文書の同記述）  

『 夜間の景観は、 品格や落ち着き を持っ た明るさ を 抑制すべき

地区、 夜のにぎわいや活気を演出する地区など（ 以下略）』 と あり

ますが、 たと え繁華街であっ ても 過剰な明るさ ・ 眩し さ （ 光害）

は抑制すべき と の考えから 、 以下の文言をご提案いたし ます。  

修正案：  

『 夜間の景観は、 過剰・ 不適切な照明による光害の抑制に十分

留意し つつ、 品格や落ち着き を 持っ た控えめな明るさ と すべき 地

区、 夜のにぎわいや活気を演出する地区など（ 以下略）』  

都市計画区域マスタ ープラ ンは、長期的な視点で都市の将来像を明確

にし 、 その実現に向けての大き な道筋を示し 、 都市計画に位置付ける法

定計画です。  

 ご意見は、 今後の都市づく り 政策の参考と さ せていただき ます。  

 

4 都市景観に係る方針においては、 すべての建築申請に先立っ て

住民も 含む景観審議を制度と し て導入し てく ださ い。  

5 パブリ ッ ク コ メ ント と し て次の点を表明し ます。  

多摩地区の自然環境保全と 、 そのための具体策 

・「 美し い東京ビジョ ン 16 水と 緑」 に描かれた姿の確実な実現 

 武蔵野の面影と 調和し た景観の形成と し て「 江戸時代に造ら れた土木

遺産と し ての歴史的価値を持つ玉川上水は、その周辺地域に存在する社

寺やまと まっ た雑木林と と も に、 地域のまち づく り の中で生かし てい

く 。 さ ら に、 農地や屋敷林と も 関連さ せてネッ ト ワーク 化を 図るなど、

地域の生活に密着し たみどり 豊かな景観形成を進める」 と し ています。 

 

 

主要な都市施設などの整備目標について（ ２ 件）  
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 意見の概要 都の見解・ 対応 

1  整備目標で示さ れる一人当たり の公園緑地面積については、いま

までの推移と 地区ごと の状況が示さ れないと 、具体的な都市計画に

反映でき ません。  

 都市公園法施行令第一条の二において、区市町村の区域内の都市公園

の住民一人当たり の敷地面積の基準を 10 ㎡以上と するこ と になっ てい

ます。  

こ れを踏まえて、本マスタ ープラ ンでは、公園などの整備目標と し て、

一人当たり の公園緑地など（ 都市公園、 海上公園、 条例公園など） の面

積をおおむね 10 ㎡（ 都全体） と し ています。  

2 新たな宅地化の抑制やみどり 豊かな環境形成は、 中心から 離れた

地域のみなら ず、 市街地全体での方向性を 示すも のであるべき で

す。 みどり の充実については、「 量的な底上げ」 と いう 表現より は、

「 量的な拡充」 と し て、 具体的な数値目標を挙げるこ と が必要と な

り ます。  

 

特色ある地域の将来像について（ ５ ７ 件）  

 意見の概要 都の見解・ 対応 

1  今まで、 東京は都市の利便性を追求、 交通網の整備に努め、 より

多く の人が働けるよう 建物の高層化を計っ てき まし たが、そのプラ

ン理念は、 急激な少子化、 地震を含む自然災害、 そし てこ のコ ロナ

感染問題で、 根底から 考え直すべき 時期に否応なく なり まし た。  

こ れから 重要なのは、 巨大な箱物を作り 、 今迄の住民の環境を破

壊するのではなく 、省エネルギーで既存の施設を 活かし た街作り を

進めるべき と 思います。  

リ モート ワーク 、 ネッ ト ショ ッ ピングで巨大なビジネスビル、 商

業施設は不要な時代がく るのは明確な事実。  

こ れを念頭に入れ、コ ロナ感染症時代に適応し た街作り を希望し

ます。  

特に、日テレ高層化、番町の街並みを破壊する計画には反対です。 

 本マスタ ープラ ンでは、 「 今後の成熟期において、 東京が一段と 質の

高い成長が遂げら れるよう 、「 地域の個性やポテンシャ ルを最大限に発

揮し 、各地域が競い合いながら 新たな価値を創造」 し ていく ため、商業、

文化、交流など地域の活力やにぎわいを生み出す多様な都市機能の集積

を図る「 活力と にぎわいの拠点」 を中枢広域拠点域内に定める」 と し て

おり ます。  

また、 新型コ ロナ危機はテレワーク やデジタ ル化の進展など経済・ 社

会への影響と と も に、 人々の生活等への意識にも 変化を も たら し まし

た。こ のため、本マスタ ープラ ンにおいても 、新型コ ロナ危機を踏まえ、

記述を拡充し まし た。 こ う し た、 都市の持つ集積のメ リ ッ ト は生かし つ

つも 、 三密を回避し 、 感染症の拡大防止と 経済社会活動の両立を図る新

し い日常にも 対応し た都市づく り を進めていき ます。  
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2 番町地域は、 歴史的に多く の学校と 住宅が存在する住宅・ 文教地

区と し て発展し てき まし た。  

「 活力と にぎわいの拠点」 に指定さ れるこ と で、 住民の協力で築い

てき た歴史が失われるこ と がないよう に、 願っ ています。  

ご意見は、 今後の都市づく り 政策の参考と さ せていただきます。  

なお、 個別の具体的な開発計画等に関する事項については、 地元区等

において検討さ れるも のと 考えます。  

3 方針案 P80 において「 市ヶ 谷・ 四谷」 を交通結節点と し ての賑わ

い拠点と 位置付けており ますが、 市ヶ 谷・ 四谷は住居地・ 文教地区

であり 、 記載のあるよう な業務・ 商業による賑わいは必要ないと 考

えます。  

4 日本テレビ通り にて日テレ施設の再開発が行われていますが、超

高層ビルの構想があると 聞いており ます、 すぐ 裏の学校では、 既に

建て替えら れた日本テレビスタ ジオ 60m ビルの陰になっ てし まい

屋上庭園で日当たり も 悪く なっ てし まい、日陰の中でお弁当を食べ

ていると 聞いており ます。  

再開発で流入するであろ う 出待ちの人の流入（ 治安） や駅の収容

力、 建設時のダンプの往来など住民と し て危惧するも のです、  

特に、 ビルの超高層化構想は地域住民には開示、 情報なく 、 他の

事業主がし っ かり と 条例を 順守し て進める 中でアン フ ェ アーな感

じ がし ており 、また、何が起こ っ ているのかわから ず大変不安です。 

今回の東京都市計画マスタ ープラ ン は千代田区の街づく り 計画

の上位概念と 認識し ており 、 先に述べまし たよう に四谷、 市谷、 飯

田橋と 大き く ひと く く り にする 対応は避けていただき たいと 思い

ます。  

5 「 番町」 は「 四ツ谷、 市ヶ 谷」 の範疇に属すると 理解すれば宜し

いのでし ょ う か？ 

仮に「 Yes」 であれば、「 四ツ谷、 市ヶ 谷」 は「 活力と にぎわいの
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拠点」 に分類さ れていますが、 原案の P80 に記載さ れている「 将来

像」 には「 番町」 の大き な魅力である住宅地の将来像（ 具体的には

住環境の保全） について触れていないのが気になり ます。  

全体と し てやや「 ビジネス」 に比重がかかり すぎているのではな

いかと いっ た印象を持ちます。  

6 千代田区の条例（ 建築物の高さ 制限など） をかえるよう な都市計

画には反対し ます。 番町の町並みを守る会に賛同し ます。  

7 「 複合的で多様な機能が集積し た活力と にぎわいの拠点」 及びそ

の下の三項目目にも「 機能集積」 など似たよう な表現が見ら れるが、

市ヶ 谷駅周辺、特にその後背地である番町地域は閑静な住宅及び学

校の多い文教地区であり 、 にぎわいの拠点と し てはふさ わし く な

い。  

番町地域のほと んどの道路は狭く 一方通行が多く 、こ こ を再開発

し て高層ビルなどを建設し 、昼間の人口が増えればイ ンフ ラ を超え

た無理な開発と なり 、 にぎわいどこ ろ か無秩序な混雑のみが生じ

る。  

道路沿いの土地を行政が買い上げて車道、歩道の拡幅を図るこ と

が現実的でない以上、こ の地域を再開発し て就業人口を増やすよう

な計画があるのであればそれは非現実的と 言わざるを得ない。  

従っ て市ヶ 谷駅及び番町地域周辺の大掛かり な再開発を 許容す

るこ と につながり かねない前述の原案の表現には反対し ます。  

8 四ッ 谷・ 市ヶ 谷地区について、「 都市計画区域の整備、開発及び保

全の方針（ 原案）」 は、「 交通結節機能の強化と 合わせた高度利用に

より ・ ・ 複合的で多様な機能が集積し た活力と にぎわいの拠点を形

成」 と し 、「 建物の更新と 高度利用を図るこ と により ・ ・ ・ 複合市街
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地を形成」 と 記述し ていますが、 大反対です。 いま求めら れている

のは地球環境にやさ し い住環境と 職場環境です。 それはけっ し て高

度利用ではあり ません。  

9 東京都のマスタ ープラ ン原案につき まし て、 ７ ２ 頁以下の「 地域

の将来像」 では四谷・ 市ヶ 谷地区を交通結節点で「 賑わい拠点」 と

位置づけておら れますが、 こ う し た位置づけには反対ですし 、 こ れ

は千代田区での議論にゆだねるのが妥当かと 考えます。従っ て東京

都の原案はマク ロ的な部分に絞っ て頂ければ幸いです。  

10 市ヶ 谷、四ッ 谷 は、多く の交通機関が乗り 入れており 、交通結束

機能を備えている一方、 近く に古く から の住宅地があり 、 また文教

地区です。 住民にと っ て賑わいや活力は必要なく 静かな住環境で

す。 また古く から の街並みであり 、 道路は数本の対面通行がある他

は一方通行も 多く 、 外から の人を誘導するのは、 環境、 交通イ ンフ

ラ 面から 危険やリ スク が高いと 考えます。  

こ のコ ロナ禍で在宅勤務が進み、オフ ィ スビルの需要はこ れまで

のも のと は変わっ てく ると 思います。  

市ヶ 谷、 四ッ 谷の記載には、 以下のよう な文言が適切と 思慮し ま

す。  

「 伝統的な歴史、 文化、 コ ミ ュ ニティ を継承し つつ、 安全で暮ら

し やすい地域と 、 業務、商業、行政施設などの豊かな緑が確保さ れ

た、 成熟し た複合市街地を形成 」   

11 「 市ヶ 谷・ 四谷」 が含まれていますが、 間に当たる千代田区番町

界隈は、 都心にあり ながら も 落ち着いた雰囲気を永ら く 保ち、 治安

も 良く 、 幅広い年齢層が安心し て暮ら せる地区です。 文京地区で学

校が多く 、 如何わし い店舗がないのも 特徴(長所)と 言えます。「 賑わ
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い」 と いう 言葉がお好き なよう ですが、 どこ にでも あるよう な「 賑

わい」 はこ こ 番町には不要です。 道幅が狭く 、 一方通行が多い、 こ

の地区に高さ 規制を変えてまでの高層ビル建築には反対し ます。高

度利用については、 何卒ご検討のほど、 よろ し く お願い申し 上げま

す。  

12 都市計画区域マスタ ープラ ンでは都内の地域を「 中核的拠点」「 活

力と にぎわいの拠点」 に分けて示さ れています。  

「 活力と にぎわいの拠点」 の中には市ヶ 谷地区（ 番町地区に近接）

のよう に賑わいと いう より は住居・ 文教が中心の閑静な地区が含ま

れています。JR・ 地下鉄など複数路線が結節すると いう 理由のみで

こ う し た住宅地域まで高度の開発を行う こ と には反対です。  

高層ビルなど似合わない、 市ヶ 谷・ 麹町地区の高度再開発には

反対し ます。 繁華街と なるこ と を前提と し ていないこ の地域では

道幅も 狭く 、 一気に容積率を緩和し て大型ビルが建ち並べばも は

や住宅地と し ての魅力はなく なり ます。  

13 P.80（ 特色ある地域の将来像、（ １ ） 中枢広域拠点域、 ①国際ビジ

ネス交流ゾーン、 四ッ 谷・ 市ヶ 谷） に、 次の一文を追加し てく ださ

い。  

『 番町地区については、 地区計画の方針を尊重し 、 中層・ 中高層

の住居系の複合市街地と し て、番町の落ち着いたたたずまいを活か

し 、 住宅を中心と し て教育施設、 商業・ 業務施設が調和・ 共存し た

まちづく り を目指す。 また、 空間的ゆと り があり 、 緑に包まれた心

やすら ぐ 住環境、 美し い街並みを維持・ 創出する。』  

なお、 上記文案は、 現行の千代田区都市計画マスタ ープラ ンの記

述を引用し たも のです。  
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14 「 特色ある地域の将来像」 中、 四谷及び市ヶ 谷の地域に関し 、 特

に市ヶ 谷駅周辺地域について、同地域及び番町地域の大規模再開発

を行う こ と には、 次のよう に重大な問題をはら んでおり ますので、

反対であり ます。  

市ヶ 谷駅周辺及び番町地域を「 総合的で多様な機能が集積し た活

力と にぎわいの拠点」 と するこ と 及びその次の第三項目にも「 機能

集積」 の考え方が盛り 込まれているが、こ れら の地域、特に番町は、

長い歴史を有する落ち着いた住宅地であり 、 また、 都心でも 有数の

文教地区である。 従っ て、 こ の地域をにぎわいの拠点と すべき では

ない。  

現在の交通イ ンフ ラ のままで大規模再開発を行えば、交通渋滞の

みなら ず、 重大な危険と 混乱を招来するこ と は明ら かであり 、 是非

と も 避けるべき である。  

15 P.80 特色ある地域の将来像、（ １ ） 中枢広域拠点域、①国際ビジ

ネス交流ゾーン、 四ッ 谷・ 市ヶ 谷） の項について 

下記の一文を追記し てく ださ い。  

『 番町地区については、 地区計画の方針を尊重し 、 中層・ 中高層

の住居系の複合市街地と し て、番町の落ち着いたたたずまいを活か

し 、 住宅を中心と し て教育施設、 商業・ 業務施設が調和・ 共存し た

まちづく り を目指す。 また、 空間的ゆと り があり 、 緑に包まれた心

やすら ぐ 住環境、 美し い街並みを維持・ 創出する。』  

上記文案は、 現行の「 千代田区都市計画マスタ ープラ ン」 の記述

を引用し たも のです。  

方針策定に当たっ ては、 歴史的背景を鑑み、 街の歴史と 伝統のよ

き 部分を 維持し つつ発展さ せる と いう 考え方が重要であると 考え
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ます。  

16 日本テレビがこ のあたり に広大な土地を買い占めて、こ の地域の

建築規制を変えて、 高層ビルを建てる計画を進めています。  

こ の地域は、 文教地区であり 、 落ち着いた住宅街でも あり ます。

こ れを都市計画を変えて、 再開発すると はと んでも ないこ と です。 

是非、 住民から の意見を聞いて、 大企業のも う け主義でのために

政策をき めるこ と のないよう 、 お願いいたし ます。  

17 四ッ 谷駅周辺と 市ヶ 谷駅周辺は、 道路状況が異なり 、 同一に検討

するべき ではあり ません。  

特に「 市ヶ 谷」 の「 将来像」 の記述が現状を全く 踏まえておら ず

不適切と 考えます。  

P.80 に記載の 市ヶ 谷駅周辺の建物の更新と 高度利用を図るこ と

により 、 宿泊、 業務、 商業、 居住などの機能集積を進めるこ と は、

現時点の混雑をさ ら に助長し 、災害時の危険を増大さ せるこ と は明

白です。  

加えて、 本書１ ． に記載の感染症対策の観点では、 今後の方向性

は「 集積」 から 「 分散」 である。 すなわち「 密」 の低減です。  

し たがっ て、こ の記述は今後の感染症対策の方向性に逆行するも

のです。  

18 「 特色ある地域の将来像」 における四ツ谷・ 市ヶ 谷地域の方針説

明について、 意見を述べます。  

「 多様な機能が集積し た活力と にぎわいの拠点を 形成」 と いう 文

言があり ますが、 都内有数の落ち着き ある文教地区、 番町エリ アに

再開発を許容し かねない表現であり 、 市ヶ 谷・ 四ツ谷の番町エリ ア

に再開発を 許し てし まう と イ ン フ ラ のパン ク が目に見えている た
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め、 こ のよう な表現の仕方に反対いたし ます。  

19 ○地区計画の尊重 

 東京都全体を俯瞰するマスタ ープラ ンに対し 、 個々の地区毎のプ

ラ ンについては地元で作成さ れた地区計画を尊重すべき である。  

ビジネス地区、 商業地区、 住居地区はそれぞれ固有の状況や目的

に応じ て地区計画がなさ れるべき だが、取分け住居地区における町

の佇まいや環境は一朝一夕に形成さ れたも のでは無く 、地区住民が

地区の歴史を踏まえ努力し て維持形成し てき たも のである。それを

反映し た地区計画は最大の敬意をも っ て尊重さ れるべき であり 、み

だり に変更さ れてはなり ません。  

20 番町地区については、 地区計画の方針を尊重し て欲し いです。 す

べての都心部を高層化し 、 商業化し よう と するこ と に、 賛成でき ま

せん。  

駅などのイ ンフ ラ も 、 こ れ以上の人口の増加や、 人の行き 来に対

応でき ません。 また、 こ れ以上の高度化により 、 住宅地に知ら ない

人たちが大勢、 行き 来するこ と になるこ と に、 不安に感じ ます。  

21 六番町の防災を考える時、自然の流れをさ えぎるよう な高層建築

はそぐ わないと 思っ ています。 長いスパンで考えて物事を考え、 美

し い街並みを次世代、その次の世代へと リ レーでき るよう にまずは

災害への備えに一番力を入れていただき たいと 思います。  

22 東京都千代田区の中心部において、建物の超高層化や容積率の緩

和をと おし て、 民間の活力により 、 量的に拡大さ せる方針について

は反対です。こ れまでの住宅街・ 文教地区と し ての位置づけを守り 、

既存の地区計画を尊重する施策をと るよう 、次世代にこ の番町地区

の景観や歴史、文化をこ のまま残し 地区計画を守るよう お願い申し
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上げます。  

23 「 中核的な拠点」「 活力と にぎわいの拠点」 を指定し 、交通の便の

良い場所の周辺では、 土地の高度利用と 称し て、 容積率を高め、 多

数の大き な高層の建物を 建てら れる よ う にする と いう 方向の施策

は、 東京を よ り よ く し てゆく こ と を 阻害する も のになる と 考えま

す。  

規制緩和を行っ て、 容積率を上げたり 、 高さ 制限を緩和し て高層

ビル建設を許容するこ と は、 行う べき こ と ではあり ません。  

大き な建物を建てら れるよう にし て、 高度な土地利用を実現し 、

賑わいで人の密集を導く 方向の考え方には、抜本的な見直し が必須

であると 考えます。  

市ヶ 谷・ 四ッ 谷地区についても 、「 交通結節機能の強化と 合わせた

高度利用により 、複合的で多様な機能が集積し た活力と にぎわいの

拠点を形成」 するこ と は、 反対です。  

土地の高度利用を行っ て大き な高い建物を建てさ せるより も 、狭

い道の拡幅、 枯れてし まっ たままの街路樹の植え直し 、 電柱の地中

埋設などを地道に進めて頂く こ と こ そが進むべき 方向と 思います 

24 四ッ 谷・ 市ヶ 谷地区について、「 都市計画区域の整備、開発及び保

全の方針（ 原案）」 は、「 交通結節機能の強化と 合わせた高度利用に

より ・ ・ 複合的で多様な機能が集積し た活力と にぎわいの拠点を形

成」 と し 、「 建物の更新と 高度利用を図るこ と により ・ ・ ・ 複合市街

地を形成」 と 記述し ていますが、 大反対です。 いま求めら れている

のは地球環境にやさ し い住環境と 職場環境です。 それはけっ し て高

度利用ではあり ません。  

25 千代田区番町地区が、 子育てをし ながら 、 たく さ んの人々が暮ら
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す居住地域と し て計画さ れるこ と を希望し ます 

26 番町エリ アは閑静で学校も 多いエリ アであり ますので、にぎわい

の拠点と いう には違和感があり ます。 私自身子ども がまだ小さ く 、

周り も 幼児～小学生が多く おり 、そのわり には路上駐車や車の通り

が多く 目を離さ ないよう に注意し ており ますので、こ のあたり をに

ぎわいの拠点と いう 位置づけと なり ますと ますます危険を 感じ る

こ と と なり ますので、 こ のよう な表現の仕方に反対をいたし ます。 

27 一番町から 六番町までの地区の個性を没却し 、賑わいの創出の名

の下に、 江戸開府以来、 培われてき た、 町の様子を破壊するこ と に

つながる虞のある原案の考え方には、賛成でき るも のではあり ませ

ん。  

28 番町につき まし ては、 地域住民が声を上げ、 千代田区と 決定し た

既存の地区計画維持を強く 望みます。  

番町は明確に住宅地と し ての位置づけを優先し 、 閑静で安全な環

境維持が第一と 考えます。  

番町に商業施設と 住宅街の融合や、住環境を損う 高層化を推進し

てはなり ません。  

開発・ 拡大あり き で網の目の大き な都市計画を慎し み、 も っ と 地

域を細分化し てそれぞれの地域に望まし い姿を、 より き め細かく 模

索下さ い。  

29 千代田区一番町は第一種文教地区であり 、通学路である日本テレ

ビ通り 沿いは、 市ヶ 谷駅まで第二種文教地区に指定さ れています。

こ の地域は、 日本テレビ放送網株式会社麹町スタ ジオ棟（ 以下、 日

本テレビ） を中心に、 約３ ０ ０ ｍの範囲に７ つの小中高等学校があ

り 、 ほと んどが１ ０ ０ 年を超す歴史があり 、 文教地区発祥の地と 言



48 
 

っ ても 過言ではあり ません。約４ ,０ ０ ０ 名の児童・ 生徒が通学し て

います。 ほと んどの中高等学校生徒は、 周辺駅を利用し 通学し てい

ます。  

「 中密度又は高密度」 による容積率の緩和が 50ｍを 超す超高層

のオフ ィ スビル、 商業ビルを可能と するなら ば、 こ のこ と が近隣に

ある 教育機関や住宅へ大変な悪影響を 与えている のではないでし

ょ う か。 現在でも 乗車人数が多いのですが、 さ ら に周辺駅の朝夕の

混雑は激し く なり 、 駅のキャ パシティ を超える形と なり 、 児童・ 生

徒の登下校の安全に重大な危険を及ぼすも のと 思われます。 また、

多く の就労する方々への飲食提供が必要と なり ます。通学路が繁華

街に飲み込まれる恐れがあり ます。 当然、 文教地区の事業規制が骨

抜き になる恐れも あり ます。 結果、「 用途地域の指定基準を見直し 」

と なり 、 市ヶ 谷より 番町、 麹町と 続く 「 文教地区指定」 を見直すこ

と は、 こ の地域を根本から 質を変えるこ と と なり ます。  

市ヶ 谷地域の番町・ 麹町の「 建物の更新と 高度利用」 のも と 、「 中

密度又は高密度」 による容積率の緩和については反対です。 現在の

「 中層・ 中高層の住居系の複合市街地と し て、 住宅を中心と し て教

育施設、 商業・ 業務施設が調和・ 共存し たまちづく り 」 を堅持すべ

き と 考えます。  

地域コ ミ ュ ニティ ーの形成に寄与する 、 子育てや教育環境に安

心・ 安全を与えるまちづく り には、 適正な規模を見極めるこ と が大

切であり 、 また、 積極的に文教地区を尊び、 活かす都市計画、 土地

利用計画があっ ても 良いと 切に願う も のです。 市ヶ 谷駅より 番町、

麹町への地域はまさ に国際的な人材育成、交流に資する文教地区で

あろ う かと 思います。  
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30 パリ 、ロンド ン、ニュ ーヨ ーク などの世界的な大都市に行っ ても 、

その中心街には、 必ず番町地区と 同等の歴史的、 文化的そし て品位

がある住宅街が必ずあり ます。 良質な住宅環境に人が住んで、 初め

て本当の都市と 言えるのではないでし ょ う か。よっ て番町地区には

60m を超える高度化な建築物は必要あり ませんし 、地区に合いませ

ん。  

是非、歴史や文化を引き 継ぐ ＜住宅地＋文教地区＞と し て番町地

区を保全頂き ますよう 、 心より お願い申し 上げます。  

31 今回案の懸念の一つに、番町地域の住宅地における規制緩和の動

き がある。 こ れは、 現在かかっ ている同地域の地区計画の尊重を当

然と し て、 なお一層の低層化や静謐の確保、 歴史文化景観の保全を

進めてく ださ い。  

市ヶ 谷九段地区も 、 ｢鉄道３ 路線の駅だから 規制緩和する｣、 ので

はなく 、 市ヶ 谷見附の歴史的景観の尊重など、 より 厳し い規制と し

ていく べき です。  

32 p.80 の「 市ヶ 谷・ 四ツ谷」 の記載に関し て，「 活力と にぎわいの

拠点」 と いう 文言をなく し てく ださ い．  

上記の代わり に「 街並み・ 教育環境・ 住環境の保全拠点」 や「 豊

かな歴史的・ 文化的資源， 大規模な緑地・ オープンスペースを生か

し た地域性の保持」 と いう 文言を入れるのが良いのではと 考えてお

り ます．  

p.80 の「 市ヶ 谷・ 四ツ谷」 の記載に関し て，「 番町地区について

は， 地区計画の方針を尊重し ， 中層・ 中高層の住居系の複合市街地

と し て，番町の落ち着いたたたずまいを活かし ，街並み・ 教育環境・

住環境の保全し た街づく り を目指す． また， 空間的ゆと り があり ，
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緑に包まれた心やすら ぐ 住環境， 美し い街並みを維持・ 創出する．」

と いう よう な文章を追加し てく ださ い．  

33 四ツ谷・ 市ヶ 谷地区の将来像についての記述（ 原案 p -80) から

「 高度利用により 」 と の文言を削除し てく ださ い。  

本原案にこ の文言「 高度利用により 」 を挿入するこ と は、 東京都

が高層化を“ 是“ と 決定し たこ と になり ます。 地元の結論を待っ て

く ださ い。  

当該エリ アには住民参加で決定し た千代田区の地区計画が既に

存在し 、 その中では 60m を高度制限と し ている。 こ の高度制限を

撤廃・ 変更し 易く する文言は避けてく ださ い。  

34 最近、 日テレ再開発問題が浮上し 、 住民の多く は、 こ の開発によ

り こ の地域のも つ価値が崩れてし まう も のと 強い懸念を 持っ てい

ます。  

一度マスタ ープラ ンを白紙に戻し て、都民と 今後の東京のために

人が生き やすい都市計画を 練り 直し ていただき たいと 心から お願

いし ます。  

35 （ ２ ）「 都市計画区域の整備、 開発及び保全の方針（ 原案）」 P.80 

特色ある地域の将来像、（ １ ） 中枢広域拠点域、①国際ビジネス交流

ゾーン、 四ツ谷・ 市ヶ 谷の部分より 「 高度利用」 と いう 文言を削除

し 、「 番町地域については地区計画を遵守する」 と いう 文言を追記く

ださ い。  

（ ３ ） 東京の魅力は何か。 今一度真剣に考え直し た上で方針策定

をお願いいたし ます。  

36 現在の人口は 1 億 2000 万人、30 年後の 2050 年には 9000 万人、

3／４ になり ます。  
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 し かも 、 ６ ５ 歳以上が４ ０ ％を占める。 では就労人口は残っ た６

０ ％のほぼ半分。  

 超少子高齢社会と なる。 そのこ と は避けら れない、 明ら かな事実

なのに、どう し て大型、高層ビルを建てるよう な計画を立てるのか、

不思議でなら なり ません。  

「 緑と 水で豊かな町を」 と う たっ ているが、 万人に平等に与えら

れているのは「 水」 ではなく 「 空」 です。   

その「 空」 を奪う 高層ビルを建てる都市づく り はし ないでく ださ

い。  

37 千代田区番町に於いて、 建物の超高層化や容積率の緩和を 通し

て、民間の活力により 、量的に拡大さ せる方針に付いては反対です。 

住宅街・ 文教地区を守り 、 既存の地区計画を尊重する施策をと る様

お願いいたし ます。  

策定に際し ては、ポスト コ ロナの社会構造を踏まえるよう お願い

いたし ます。  

コ ロナによっ て、 都心部のテナント ニーズは減少し ます。 歴史あ

り 、 静かで快適な住環境を守っ てく ださ い。  

38 東京における街づく り の計画は、コ ロナを経験する前と 後では大

き く 軌道修正する必要があると 考えます。  

街を 高層化し て不特定多数の集客を する 時代は終わり つつあり

ます。今まで以上に高層化を認めるエリ アを増やす必要は本当にな

く なっ てき ていると 思います。  

各地域の特性を活かし て、 住民の意見をよく 聞き 、 今ある地区計

画を守り ながら 安全な計画をし ていただき たいと 思います。  

都心部の混雑を 助長する よ う な計画はやめていただく よ う お願
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い致し ます。  

39 こ れまでのコ ロ ナのない状況下での原案を 見直し する こ と の必

要性を感じ ます。  

千代田区、こ こ 番町麹町界隈は守ら れるべく 稀有な一等地と し て

の歴史、 伝統、 環境があり ます。 現存の地区計画を安易に変更し 超

高層化の建設、容積率の緩和を遂行するこ と については強い危機感

を持ちます。  

災害に強い街づく り 、躍進をし つつも 貴重な伝統を守る文教地区

番町であるこ と を切に願います。  

こ れから の都市計画、安心安全な環境があっ てこ そと 思っ ており

ます。  

40 大井町に手を加えないでく ださ い。大井町 C 地区の再開発地区指

定の解除を訴えます。  

本マスタ ープラ ンでは、 「 今後の成熟期において、 東京が一段と 質の

高い成長が遂げら れるよう 、「 地域の個性やポテンシャ ルを最大限に発

揮し 、各地域が競い合いながら 新たな価値を創造」 し ていく ため、商業、

文化、交流など地域の活力やにぎわいを生み出す多様な都市機能の集積

を図る「 活力と にぎわいの拠点」 を中枢広域拠点域内に定める」 と し 、

大井町を商業、 医療、 文化、 交流など、 地域の活力やにぎわいを生み出

す多様な都市機能の集積を図る「 活力と にぎわいの拠点」 と し て位置付

けており ます。  

また、 拠点や地域の個性を活かし ながら 魅力的なまちづく り を進め、

東京全体の活力を向上さ せていく ため、地域の特性や地元区のまちづく

り の方針、開発動向等を踏まえ、「 特色ある地域の将来像」 と し て、「 道

路等の基盤整備、 土地利用転換や再開発・ 共同化が進み、 業務、 商業、

宿泊、 文化、 交流、 公共公益など地域の魅力を高める機能が高度に集積

し 、広域交通アク セスの利便性を生かし た区部中心部を補完する業務機

41 終戦 75 年、 私達の町、 大井町東口は、 東小路・ 大井銀座商店街

そし て私達のすずら ん通り 商店街が連なる町です。  

高層ビルは不要です。 各店舗が独自で、 防災・ 防火処置をやるべ

き です。  

42 東京都政、 品川区政に不動産会社が加わっ て「 街づく り の会」 と

言いながら 、 住民をだまし て立ち退かせ、 追い出す再開発が近隣で

次々と 行われています。まさ に私の品川区東大井 C 地区も 、弓矢の

的に当たっ てし まい、地元住民は毎日も のすごく 不安な日々を過ご

し ています。  

地元住民を追い出し 、人生を狂わせてし まう 再開発は断固と し て

許せません。  

今すぐ 「 街づく り の会」 を解散し て下さ い。  
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43 何も かも を反対するも のではあり ません。 が、 身勝手に進める再

開発の名の下に、 古いも のは破壊し 、 新し く すればよいと いう 考え

方に反対です。  

現在住む街を 修復修繕し ていく こ と も ある も のと 思います。 現

在、 街に住み、 生活を続けているも のへの配慮ある都市計画策定を

お願いし ます。  

大井町周辺に住む住民の一人と し て、意見を聞いていただけるこ

と を願う も のです。  

能と 区の中心核と し ての複合都市機能を 備えた活力と にぎわいの拠点

を形成」 し ていく と し ており ます。  

ご意見は、 今後の都市づく り 政策の参考と さ せていただきます。  

なお、 個別の具体的な開発計画等に関する事項については、 地元区等

において検討さ れるも のと 考えます。  

 

44 大井町駅すぐ の東小路、平和小路、すずら ん通り 近辺は、商店街・

飲食店街と し て古い歴史があると う かがっ ています。  

昭和の風情を残し ながら も 、近年では新し い店も いく つかオープ

ンし て、私が移住し てから も にぎわいはずっ と 絶えていないよう に

感じ ます。  

日々利用する地元民にと っ ては大切な憩いの場ですし 、また大井

町を 初めて訪れる 人にと っ ても 魅力ある スポッ ト である こ と は間

違いあり ません。  

店舗や施設の老朽化は切実な問題ですが、長年愛さ れてき た街の

個性を過小評価し て消去するこ と なく 、区域全体をメ ンテナンスす

るよう に再開発するこ と も 可能ではないでし ょ う か。  

東小路、 平和小路界隈は、 品川区全体を見渡し ても 名所と いっ て

よい一角ですので、 より 良い方向に開発が進んでいく よう 、 地元民

の一人と し て願う ばかり です。  

45 大井町は、 駅近く の飲食店街・ 大井銀座通り ・ 東小路・ 仲通り ・

すずら ん通り と 、 下町のよう な路地があり 、 地元の憩いの場、 交流

の場があり ます。 こ の昭和な風景を再開発で失いたく ないです。 守
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っ ていき たいです。  

46 30 年前から みると 堅牢な建物が数多く 建てら れ、 十分開発さ れ

ている。老朽化し た建物は少し だけあるがそこ だけ不燃化し てメ ン

テナンスすれば良いのです。 大井町東口は、 大井町ら し い、 個性の

ある街です。 家、 仕事を奪う 再開発、 断固反対です。  

47 東大井 5 丁目 C 地区の再開発促進地区を解除し てく ださ い。 木

造密集地が危険なら そこ のみメ ン テナン ス、 リ フ ォ ームで直せま

す。  

老後の計画までし て今日までやっ てき ています。 街づく り と 称し

て街を壊すのは止めてく ださ い。街には歴史や個性があり それぞれ

違っ ていい。  

デベロッ パーと 行政に都合がいい画一的なタ ワーマンショ ン、商

業施設、それら ばかり を建てるために、古く ても 愛さ れている街を、

も っ と も ら し い理由をつけて破壊するのはあっ てはなり ません。  

48 品川区のマスタ ープラ ン は一部区民の意見し か反映し ていない

為、 是非、 品川区（ 大井町） で建蔽率緩和の上、 個別建替えを推進

し て頂き 、 高層化（ 量的拡大） を変更し 質の向上（ 建蔽率緩和を伴

う 個別建替え） を推進し て頂き たいです。  

長期シナリ オ（ 2032 年） に於いて、大井プレイ ス構想が設定さ れ

ていたが現在その構想は白紙になっ ています。  

同じ く 大井町 C 地区のプラ ンが上がっ ていますが、こ れは未だに見

直し さ れていません。  

現状に合わせた低層開発のマスタ ープラ ンに変更を求めます。  

49 次世代型「 都市像」、 次世代型「 東京」 を本当に有意義な価値ある

も のに描く のなら 、 まず立ち止まっ て「 都市」 に存在し ている「 都
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市」 にし か成立し ない即ち、「 東京」 が本質的に持つべき 個性を、じ

っ く り 考察し なければなら ないでし ょ う 。  

形や色や値踏みに誤魔化さ れない、 地に足のついた「 東京」 の姿

を、 次の世代に向けて提示するべき 。 と 、 強く 思います。  

50 各地域の将来像において、 新宿と 池袋について、 以下の内容を記

載し ていただき たい。  

新宿： 東口広場において歩行者中心のゆと り ある空間と 賑わいの創

出のため、空間を立体的に活用し ていく 旨を追記し てく ださ

い。  

池袋：「 地上・ 地下の歩行者ネッ ト ワーク 」 に加えて、「 デッ キレベ

ル」 を追記し てく ださ い。  

都市計画区域マスタ ープラ ンは、長期的な視点で都市の将来像を明確

にし 、 その実現に向けての大き な道筋を示し 、 都市計画に位置付ける法

定計画です。  

なお、 具体的な整備内容等については、 個別の整備計画等において検

討さ れるも のと 考えます。  

51 臨海の将来像について、 以下の記載に変更し てく ださ い。  

（ 有明・ 青海・ 台場）   

・ 職・ 住・ 学・ 遊のバラ ンスのと れた複合的なまちづく り が実現さ

れ、 人や情報の国際的な交流が活発に行われると と も に、 都心部

や羽田空港等と の交通結節性や鉄道等によ る アク セス性が強化

さ れ、 臨海部なら ではの業務、 商業、 居住、 教育、 宿泊、 文化、

エンタ ーテイ メ ント 、 M I CE 関連施設など、 東京圏に求めら れる

先導的な機能が高度に集積し 、 観光客やビジネスパーソ ン、 研究

者、 留学生などでにぎわう 中核的な拠点を形成 

・ シンボルプロムナード と 周辺が一体と なっ たにぎわい空間、 有明

テニスの森公園等によ り 生活の楽し さ や豊かさ を 享受でき る 文

化・ レク リ エーショ ン機能、 国際展示場等の周辺施設と 連携し た

国際競争力に資する M I CE 機能など、 質の高い複合空間や都市

環境を形成 

都市計画区域マスタ ープラ ンは、長期的な視点で都市の将来像を明確

にし 、 その実現に向けての大き な道筋を示し 、 都市計画に位置付ける法

定計画です。  

ご意見は、 今後の都市づく り 政策の参考と さ せていただきます。  



56 
 

52 「 都市計画区域の整備、 開発及び保全の方針（ 原案）」 p91 に谷

中・ 根津・ 千駄木についての将来像があり ますが、 こ れについては

承諾でき ません。  

①1 行目に「 都市計画道路の整備」 と あり ますが、 谷中地区の都市

計画道路については廃止の手続き がなさ れよう と し ています。こ

こ は整備ではなく 、「 都市計画道路の再検討」 と すべき です。  

②2 行目に「 細街路の拡幅」 と あり ますが、 細街路の拡幅はコ ミ ュ

ニティ の継承の阻害と なり ます。  

「 細街路の拡幅」 と いう 文言の削除を求めます。  

③2 行目と 9 行目に「 共同化」 と あり ますが、 住んでいる者の実感

と し て建て替えを 前提と し た共同化は立ち 退き を 意味し ます。

「 共同化」 は、 記述し ないでく ださ い。  

④9 行目に無電中化と あり ますが、 こ れには賛同し ます。 密集地域

にこ そ無電柱化が必要です。  

本マスタ ープラ ンでは、 特色ある地域の将来像と し て、（ 谷中・ 根津・

千駄木） 地域について、「 都市計画道路や防災都市づく り 推進計画にお

ける整備地域、 重点整備地域（ 谷中二・ 三・ 五丁目地区） の位置づけ等

を踏まえ、 都市計画道路の整備や細街路の拡幅、 建築物の耐震化や不燃

化、 共同化などにより 、 緑豊かな寺院や低層を中心と し た住宅が調和し

た、 安全で暮ら し やすい地域を形成」 すると し ており ます。  

53 鶯谷駅周辺に関し ては計画の記載があり ませんでし た。鶯谷駅周

辺地区に関し ても 、 緑豊かで、 活気のある都市の計画をご検討頂き

たいと 思っ ており ます。  

本マスタ ープラ ンでは、拠点や主な生活の中心地などの将来像につい

て記載し ており ます。  

その他の各自治体における拠点的な地域については、地元区において

検討さ れるも のと 考えます。  

54 ①１ ０ ９ ページの目黒区自由が丘地区の開発につき まし て 

自由が丘地区は、 今でも 、 騒々し く 、 騒音、 ごみ、 振動等で、 迷

惑し ています。 こ れ以上の、 住環境悪化をも たら す再開発を中止し

てく ださ るよう お願い申し 上げます。  

本マスタ ープラ ンでは、自由が丘を地域特性に応じ た都市機能の集積

を図る「 枢要な地域の拠点」 と し て位置付けており ます。  

また、 拠点や地域の個性を活かし ながら 魅力的なまちづく り を進め、

東京全体の活力を向上さ せていく ため、地域の特性や地元区のまちづく

り の方針、開発動向等を踏まえ、「 特色ある地域の将来像」 と し て、「 商

業地では建替えに併せた壁面後退や共同化が進み、快適な歩行空間が創

出さ れると と も に、 その周辺の落ち着き のある低層住宅地では、 高質な
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市街地が広がり 、 接道部や屋上、 壁面等の緑化を 推進するこ と により み

どり を活かし た良好な住環境が整っ たまちを形成」 し ていく と し ており

ます。  

なお、 個別の具体的な開発計画等に関する事項については、 地元区等

において検討さ れるも のと 考えます。  

55 74 ページ以降の「 特色ある地域の将来像」 について、私は大田区

に住んでおり ますので、 地元の「 将来像」 が気になり ます。 特に、

新空港線は要り ません。  

田園調布・ 多摩川の項にある「 多摩川駅周辺では、 大規模な公園

や多摩川沿いのオープンスペースと 地域 の文化施設の利活用が進

めら れ、 豊かなみどり に囲まれた住み心地のよい 生活の中心地を

形成」 と 書かれていますが、65 ページの地図「 おおむね 10 年以内

に整備する主な公園・ 緑地位置図 」 を 見ると 、 そこ に記載さ れた

『 丸子多摩川公園』 はいま進めら れている田園調布せせら ぎ公園の

整備を指すと 思います。こ こ はこ れまで豊かな緑に囲まれていた住

み心地の良い生活の中心地だっ たのです。 し かし 、 緑はバッ サリ 切

ら れ、 今後工事が進むと 、 さ ら にこ れまでの麗し い環境は破壊さ れ

ていく こ と を考えると 、全く 真逆のこ と をやろ う と し ていると し か

思えません。    

新空港線の整備は、国の答申において東急東横線等と の相互直通運転

を通じ て、 国際競争力強化の拠点である新宿等や東京都北西部、 埼玉県

南西部と 羽田空港と のアク セス利便性が向上する と の効果が示さ れて

おり 、羽田空港へのアク セス性の強化が推進さ れるこ と を見据えら れる

地域においては、 「 特色ある地域の将来像」 と し て記載し ており ます。 

また、 具体的な整備内容等については、 個別の整備計画等において検

討さ れるも のと 考えます。  

 ご意見は、 今後の都市づく り 政策の参考と さ せていただき ます。  

56 「 島し ょ 部６ 都市計画」 39 頁 

伊豆諸島全体の２ 項目、 星空の記述の追加をご提案いたし ます。 

修正案：『 世界に誇る豊かな自然や景観、美し い星空と いっ た地域資

源を生かし た観光振興により 、 多く の人が訪れる地域を形成』  

「 島し ょ 部６ 都市計画」 40 頁 

小笠原諸島の２ 項目、 星空の記述の追加をご提案いたし ます。  

 都市計画区域マスタ ープラ ンは、長期的な視点で都市の将来像を明確

にし 、 その実現に向けての大き な道筋を示し 、 都市計画に位置付ける法

定計画です。  

本マスタ ープラ ンでは、豊かな自然を生かし た景観の形成に関する方

針と し て「 良好な自然環境や生態系への配慮や美し い星空を楽し めるよ

う 上空への漏れ光などの光害のない照明と する」 と し ています。  
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修正案：『 世界自然遺産と し てふさ わし い貴重な自然や、美し い海

洋景観、 満天の星などを活用し た観光地を形成』  

 ご意見は、 今後の都市づく り 政策の参考と さ せていただき ます。  

57  豊かな自然と 歴史の保たれている神宮外苑再開発は、東京オリ ン

ピッ ク の中止と 同時に中止を強く 希望し ます。  

本マスタ ープラ ンでは、 神宮外苑の地域の将来像と し て「 スポーツ施

設の更新、 いちょ う 並木から 絵画館を望む景観の保全、 歩行者空間の整

備、 飲食店や商業施設の立地などにより 、 にぎわいと 風格のあるスポー

ツク ラ スタ ーを形成」「 迎賓館や青山霊園などの大規模な緑空間や歴史・

文化景観が保全・ 活用さ れ、周辺の住宅や商業・ 業務施設などと 調和し 、

まちと 緑が一体と なっ た市街地を形成」 と し ています。  

 

その他全般（ １ ５ 件）  

 意見の概要 都の見解・ 対応 

1  都市計画マスタ ープラ ンと の違いが曖昧で「 未来の東京」 戦略ビ

ジョ ンや都市づく り のグラ ンド デザイ ンが、都市計画マスタ ープラ

ンの改定版のよう な役割を果たすこ と になり 、法定プラ ンであるは

ずの都市計画マスタ ープラ ンの位置づけを軽視するこ と になり 、策

定の在り 方に問題があり ます。  

本マスタ ープラ ンは、 「 未来の東京」 戦略ビジョ ンで示し た方向性や

都市づく り のグラ ンド デザイ ンで示し た将来像などを反映し 、公聴会に

おける都民の意見聴取やパブリ ッ ク コ メ ント 、都市計画審議会への中間

報告を経て、 都市計画案を作成し ており ます。 今後、 都市計画法に基づ

く 手続き を進め、 決定し てまいり ます。  

2 デジタ ルト ラ ンスフ ォ ーメ ーショ ンで「 スマート 東京」 を実現と

いう 記述も 、先般法改正さ れたスーパーシティ を 想定し ているも の

と 思われます。  

東京都が推進するこ と により 、基礎自治体の施設整備の権限や社

会保障サービスの提供主体が企業に変わるだけでなく 、個人情報の

営利利用など情報管理社会につながるため、 反対です。  

 本マスタ ープラ ンでは、AI や I oT、その基盤と なる情報通信ネッ ト ワ

ーク と いっ た先端技術を 積極的に活用するこ と により 、都市全体がスマ

ート 化し 、全ての人が快適に暮ら し 働く こ と ができ る社会を築き 上げて

いく こ と と し て、ICT の浸透が人々の生活をあら ゆる面でより 良い方向

に変化さ せる と いう 概念である デジタ ルト ラ ンスフ ォ ーメ ーショ ン を

都市づく り の戦略のう ちの１ つと し て掲げています。  

3 過剰な都市施設を更に増やし 、更新し て都民の負担を考えている

でし ょ う か。  

 都市計画区域マスタ ープラ ンは、長期的な視点で都市の将来像を明確

にし 、 その実現に向けての大き な道筋を示し 、 都市計画に位置付ける法
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こ こ には、 財政的な長期の見通し はどこ にも あり ません。 少なく

と も 、 過去の都市計画マスタ ープラ ンの評価検証のう え、 さ ら にど

こ を改善し て、 今後、 都民がどう いっ た働き 方で、 どう いう 暮ら し

ができ る東京都にするための都市計画なのかを、 示すべき です。  

定計画です。  

 本マスタ ープラ ンでは、東京が高度に成熟し た都市と し て、AI や I oT

などの最先端技術も 活用し ながら ゼロエミ ッ ショ ン東京を目指し 、地球

環境と 調和を図り 、 持続的に発展し ていく こ と を 理念と し 、 グローバル

な人・ モノ ・ 情報の活発な交流を促進し 、 新たな価値を生み続ける、 世

界中から 選択さ れる都市を目指すこ と と し ています。  

 また、あら ゆる人が活躍・ 挑戦でき るこ と や、生活のゆと り を楽し み、

ラ イ フ スタ イ ルに柔軟に対応でき るこ と が重要であると し ており ます。

また、 個々人から 見れば、 特色のある個性を有する様々な地域で、 多様

な住まい方、 働き 方、 憩い方を選択でき る都市を 目指すこ と と し ていま

す。  

4 市場経済を拡大さ せていく のが東京都の政策のよう ですが、であ

れば、 最も 重要な労働者の権利、 労働分配、 社会保障、 住宅環境の

充足、 公共空間である公園や公の施設、 教育、 医療、 食やエネルギ

ーなどについて、 受けら れるサービスの程度や負担、 権利などにつ

いて書き 込むべき です。  

 都市計画区域マスタ ープラ ンは、長期的な視点で都市の将来像を明確

にし 、 その実現に向けての大き な道筋を示し 、 都市計画に位置付ける法

定計画です。  

 ご意見は、 今後の都市づく り 政策の参考と さ せていただき ます。  

5 東京都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（ 原案）

への意見を述べさ せていただき ます。  

こ れら の案を実施に移さ れると き に、それぞれの対象地域への説

明・ 意見聴取はどのよう になさ れるのでし ょ う か？ 

 法令の趣旨を踏まえ、 原案の縦覧やパブリ ッ ク コ メ ント 、 公聴会の開

催、 都市計画審議会への中間報告を経て、 都市計画案を作成し ており ま

す。 今後、 都市計画法に基づく 手続き を進め、 決定し てまいり ます。  

6 江戸城開城以来の「 お江戸日本橋」 と いう 歴史文化と 街を巡ら せ

る「 鼠小僧次郎吉」 と いう 実在の人物の物語はある。  

し かし 残念ながら 建築物が無い。  

江戸の歴史遺産を再現、 復元すれば、 世界的観光都市パリ ・ ロー

マと 並ぶ「 観光資源」 を手に入れるこ と が出来る。  

 本マスタ ープラ ンでは、「 こ れまでの高度な都市機能の集積や都市の

イ ンフ ラ スト ッ ク などを 最大限活用し 、 さ ら にそれを伸ばし て、 グロー

バルな人・ モノ ・ 情報の活発な交流を促進し 、 新たな価値を生み続ける

活動の舞台と し ての東京のブラ ンド 力を高め、世界中から 選択さ れる都

市を目指す」 と し ています。  
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 ご意見は、 今後の都市づく り 政策の参考と さ せていただき ます。  

7 同じ エリ アで複数のプロ ジェ ク ト が検討フ ェ ーズや必要事業期

間が異なる状況で計画さ れている場合に、貢献メ ニュ ーや補助金を

含めて関係者がどのよ う に費用負担や貢献メ ニュ ー整備を し てい

く のかの全体整理が必要になると 考えます。複数の事業によるプロ

ジェ ク ト を一体的に捉えたスキームや開発諸制度の構築および、推

進に主導的な役割をお願いし ます。  

 都市計画区域マスタ ープラ ンは、長期的な視点で都市の将来像を明確

にし 、 その実現に向けての大き な道筋を示し 、 都市計画に位置付ける法

定計画です。  

 ご意見は、 今後の都市づく り 政策の参考と さ せていただき ます。  

8 予想さ れている 近々に起こ る 可能性の高い災害へ出来る だけの

準備と し ての対策対応をし てく ださ い。  

災害時には災害関連死を 起こ さ ないし く みを 都市と し て作っ て

く ださ い（ 国連スフ ィ ア基準等）。  

都市の問題の基本のひと つは人々の貧困をはじ めと する生活・ 環

境問題にあり ます。 まず、 こ れを優先し て解決に結びつけるこ と が

様々な問題への人々の対応力を高めるこ と と 考えます。  

こ れら の問題の解決がほぼなさ れてから 将来の問題に当たる こ

と が現時点では最も 適切な都市計画行政と 考えます。  

本マスタ ープラ ンでは、「 人口減少、 超高齢化の進行や首都直下地震

と いっ た災害リ スク など懸念さ れる将来予測を乗り 越え、 今後、 東京が

直面する 巨大地震や気候変動によ る 異常気象などに起因する 未曽有の

自然災害、新たな感染症の脅威など、様々な課題を解決し ていき ながら 、

都民や企業など多く の人々の共感を得て、明るい東京の未来の実現に向

けた取組を推進する」 と し ています。  

ご意見は、 今後の都市づく り 政策の参考と さ せていただきます。  

9 第 2 東京が目指すべき 将来像 

1 東京の都市構造 

・ 地域的なレベルの都市構造 

②集約型の地域構造への再編成に向けた計画策定の検討等に関す

る方針において「 地域の状況に応じ た計画検討を 行う 」 と ある。  

現在の品川区のマスタ ープラ ン は一部の区民の意見し か反映さ

れておら ず地域の状況に応じ ていると は思えません。  

東京都は品川区に対し 、都市計画地域マスタ ープラ ンに即し たマ

スタ ープラ ンに変更するよう に指導し て下さ い。  

 都市計画法の規定により 、 区市町村は、 都が定める都市計画区域マス

タ ープラ ンに即し 、都市計画に関する基本的な方針を定めるこ と と なっ

ています。  
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10 都市開発諸制度については、区市町村マスタ ープラ ンの位置づけ

などを踏まえて適用する。 と あるが、 品川区のマスタ ープラ ンは一

部の区民の意見し か反映さ れておら ず十分民意が反映し ている と

は思われません、 よっ て、 現状の都市開発諸制度を適用するのは不

適切と 考えます。  

11 現行の中央区のまち づく り では、 大規模な再開発が完成し た後

に、 小学校の教室数不足から 過密や、 保育園の供給が追い付かない

状態が露呈し ている， 再開発の前に、 その再開発が引き 起こ すであ

ろ う 教室数不足、保育園不足など事前に予測する仕組みを作るべき

です。  

教室数不足等来す湯合には、再開発を妥当な規模へと ダウンサイ

ジングをさ せる指導を「 事前協議」 の段階で行う 仕組みの導入を願

います。  

 都市計画区域マスタ ープラ ンは、長期的な視点で都市の将来像を明確

にし 、 その実現に向けての大き な道筋を示し 、 都市計画に位置付ける法

定計画です。  

 ご意見は、 今後の都市づく り 政策の参考と さ せていただき ます。  

12 100 年以内に起こ り 得るであろ う 再度の建て替えの手法はいかに

考えているのでし ょ う か。  

事業資金を再度、 容積率緩和により 獲得するのか。 それでは、 さ

ら に超高層、 さ ら に過密都市が誘導さ れ、 防災面も 公衆衛生上も 、

今以上に脆弱な都市構造を来す結果を危惧し ます。  

建て替える手法がない湯合は、 老朽化し た超高層が、 東京都の大

き な負の遺産と も なり えます。  

都市計画区域マスタ ープラ ンは、長期的な視点で都市の将来像を明確

にし 、 その実現に向けての大き な道筋を示し 、 都市計画に位置付ける法

定計画です。  

 ご意見は、 今後の都市づく り 政策の参考と さ せていただき ます。  

13 環境影響評価において、 二酸化炭素排出量が、 前後でどのよう に

なるか、 アセスメ ント 項目に必ず入れるこ と の取組を求めます。  

都市計画区域マスタ ープラ ンは、長期的な視点で都市の将来像を明確

にし 、 その実現に向けての大き な道筋を示し 、 都市計画に位置付ける法

定計画です。  

環境影響評価の項目については、対象事業の実施段階において検討す

るこ と と 考えます。  

14 高層ビルのため、 風害が生じ ている。 風害による転倒事故など実

害も 生じ ている。 その調査と 対策を求めます。  
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15 東京の再開発の現状は、 ほと んどが「 居住環境を悪化さ せるばか

り 」 と 言っ ても 過言でないほどのも のになっ ています。  

都においては、 街を形成し ている住民の声を丁寧に反映さ せ、 居

住環境の真の向上と 、 街並みの文化的財産の保存を行う べく 、 すべ

ての再開発事業の、 詳細な点検と 、 住民の意向調査など必要事項の

実施を、 必ず実行し てく ださ い。  

再開発開始前に、 その再開発では住み続けら れないから と 、 事前

に転居や、再開発さ れた建物に入居し たも のの住み続けら れなく な

り 転居、など、「 元の住民の大半が居なく なっ た」 と いう 事態にまで

なっ ているこ と を、 どう 考えるのでし ょ う か？ 

 本マスタ ープラ ンでは「 必要に応じ 周辺環境と の調和を図り つつ、 先

進の情報通信技術などの活用も 踏まえながら 、 研究・ 学術・ も のづく り

や文化・ 芸術など新たな視点を重ね合わせた複合的な用途の配置や住宅

地におけるにぎわいや交流の創出、 テレワーク など、 新たな働き 方を支

える複合的な用途の配置を誘導」 すると し ています。 また、 「 居住機能

の充実、 住環境の維持・ 改善、 ゆと り ある住宅地の形成など、 地域の特

性に応じ た快適で良好な住宅地の形成を図る」 と し ています。  
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公述意見の要旨及びこれに対する東京都の見解 
 

 東京都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の原案を令和 2 年 7 月 1 日から令和 2 年 7 月 15 日まで公衆の縦覧に供したところ、都市

計画法第 16 条第 1 項の規定により、公述の申出があり、令和 2 年 8 月 20 日及び 21 日に公聴会を開催し、計 12 人の方々から 37 件のご意見をいた

だきました。公述意見の要旨及びこれに対する東京都の見解は次のとおりである。 
 

名称 公 述 意 見 の 要 旨 東 京 都 の 見 解 
東京都市計画 
都市計画区域の

整備、開発及び

保全の方針 

【新型コロナ危機について】 
(1)今般のコロナに対応した生活の在り方、都市の在り方を考え

ると、一極集中を是正し、東京への人口の流入を抑え、建物

の総床面積を全体としては縮小していくことが必要ではな

いか。 
 

(2)東京も、コロナ禍の今こそ、災い転じて福となす好機である

と思います。高さ、容積率、ビルの集積といった量的拡大主

義を改め、開発を抑制し、住民にとっての住みやすさ、景観、

緑、安全といった質を求める政策に転換すべき時期に来たの

ではないか。 
 
(3) コロナ対応の３密の考え方を取り入れ、今後の東京都や品

川区の人口動向を見極めた上での適正規模のまちづくりを

考える必要があるため、マスタープランの見直しを要求す

る。 
 

 
(1)～(5) 新型コロナ危機はテレワークやデジタル化の進展な

ど経済・社会への影響とともに、人々の生活等への意識にも変

化をもたらしました。 
このため、本マスタープランにおいても、新型コロナ危機を

踏まえ、記述を拡充しました。 
多様なライフスタイルに対応した住まいや働く場の整備な

ど、都市の持つ集積のメリットは生かしつつも、三密を回避し、

感染症の拡大防止と経済社会活動の両立を図る新しい日常に

も対応した都市づくりを進めていきます。 
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(4) 新型コロナウイルスで起こっている私たちの生活の変化や

経済的な変化にも全く対応しておらず、この計画のまま東京

都の都市計画を遂行していくことは、将来的に都民にとって

の不利益以外の何物でもない。 
 
(5) 今までのまちづくりで重要であった防災・環境の視点に、

さらに公衆衛生の視点、上下水道整備など旧来からの公衆衛

生の視点に、３密回避という新たな公衆衛生の視点を追加し

て盛り込むべき。コロナ禍を経て、再度調査分析し、まちづ

くりに生かすことを求めたい。 
 
(6) 不要不急の事業は休止する副知事依命通達に従い、今回の

公聴会の開催自体を延期し、コロナが収束し、かつ、経済へ

の影響がはっきり見えてきてから開催すべきであり、コロナ

収束後、改めて本公聴会から都市計画の手続をやり直すべ

き。 
 
【都市づくりの目標・戦略について】 
(1) 都市づくりの目標で記載した成長とは、我々が暮らす町と

しての東京というより、グローバルな経済活動を中心とす

る都市であるということを選択しており、まさに都民を置

き去りにしている。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、会場の換気、

傍聴者の入場制限や傍聴席に一定の間隔を確保するなどの対

応のもと実施しました。 
 
 
 
 
(1)本マスタープランでは、都市づくりの目標として「あらゆる

人が活躍・挑戦できることや、生活のゆとりを楽しみ、個々人

から見れば、特色のある個性を有する様々な地域で、多様なラ

イフスタイルに柔軟に対応した住まい方、働き方、憩い方を選

択できる都市を目指す。」としました。 
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【東京の都市構造について】 
(1) 環状メガロポリス構造戦略による東京都市計画は、まさに

再開発優先であり、都民の暮らしは後回しにするものとな

っていることから、東京の目指すべき将来像の項で掲げら

れている環状メガロポリス構造推進の方針を削除すべき。

人々の生活、なりわい、コミュニティーをどう支え、本当

に安心・安全で人間的なまちをどうつくっていくのか、自

然環境をどう守っていくのかということを、東京都市計画

の基本戦略にすべき。 
 
 
 
 
 
 
【地域区分ごとの将来像について】 
(1) ビジネスに重点を置いた中枢広域拠点域に対しての都市計

画の問題も、総床面積を全体的に抑制の方向で検討すること

が必要である。同時に、中枢広域拠点域であっても、住宅は

広く展開しており、今後も中低層居住地区の保全や整備も欠

かせないのですが、そのような視点があまり認められない。 
 
 
(2) 新都市生活創造域であっても、既に大規模事務所ビルが集

 
(1)本マスタープランでは、東京の都市構造として「東京での少

子高齢・人口減少社会の到来やグローバル化、ICT の進展、巨

大地震の脅威など国内外における急激な社会変化を見据え、広

域レベルと地域レベルの二層の都市構造を示すことにより、都

市活力の維持・向上と快適でゆとりのある都市生活を両立して

いく。広域レベルの都市構造では、概成する環状メガロポリス

構造を最大限に活用し、人・モノ・情報の交流を更に促進して

いくことが重要である。」としています。 

また、都市づくりの戦略として、「③災害リスクと環境問題

に立ち向かう都市の構築」、「④あらゆる人々の暮らしの場の

提供」「⑤利便性の高い生活の実現と多様なコミュニティの創

出」「⑥四季折々の美しい緑と水を編み込んだ都市の構築」を

設定し、先進的な取り組みを進めることとしています。 
 
 
(1) 本マスタープランでは、中枢広域拠点域において、「都心

の貴重なみどり空間の形成に資する良好な住環境の保全・創出

などに取り組む」としています。また、主要用途の配置の方針

として、「中枢広域拠点域では、外周部などにおいて良好な低

層及び低中層の住宅地の環境を保全しつつ、質の高い中高層住

宅地を計画的に誘導する。」としております。 
 
(2) 都市づくりのグランドデザインでは、東京の魅力を更に発
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中している区域もあるため、東京都区部を中枢広域拠点域と

新都市生活創造域の２つに区分して、都市計画のキーワード

を色づけすること自体に無理があるのではないか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 中枢広域拠点地区内の活力とにぎわいの拠点から、品川区

の大井町を外してもらいたい。現在のにぎわいを維持するに

は、効率化を考えた高層ビルを建てることは必要なく、コロ

ナ発生後の今、既成市街地の人口密度の水準を満たすことは

不可能と考える。現状に合わせた、低層開発のマスタープラ

ンに変更を求める。 
 
 
 
 
 
 

展させていくためには、それぞれの地域の強みや特色を映し出

す将来像を描き可能性を引き出していくことが必要であり、都

市機能の集積や地域特性などを踏まえ、４つの地域区分を設定

しております。これに基づき、本マスタープランでは、各拠点

域の誘導の方向や将来像を示すとともに、主要用途の配置の方

針として「中枢広域拠点域では、外周部などにおいて良好な低

層及び低中層の住宅地の環境を保全しつつ、質の高い中高層住

宅地を計画的に誘導する。」、「新都市生活創造域では、立地

適正化計画などとの整合を図りながら、計画的な中高層住宅地

とともに、低層及び低中層を主体とした住宅地を形成する。」

などとしています。 
 
(3) 本マスタープランでは、「今後の成熟期において、東京が

一段と質の高い成長が遂げられるよう、「地域の個性やポテン

シャルを最大限に発揮し、各地域が競い合いながら新たな価値

を創造」していくため、商業、文化、交流など地域の活力やに

ぎわいを生み出す多様な都市機能の集積を図る「活力とにぎわ

いの拠点」を中枢広域拠点域内に定める」とし、大井町を商業、

医療、文化、交流など、地域の活力やにぎわいを生み出す多様

な都市機能の集積を図る「活力とにぎわいの拠点」として位置

付けております。 
また、拠点や地域の個性を活かしながら魅力的なまちづくり

を進め、東京全体の活力を向上させていくため、地域の特性や

地元区のまちづくりの方針、開発動向等を踏まえ、「特色ある
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【土地利用について】 
(1) 改築や減築などのストック活用により、質の高い中低層集

合住宅を都や区が積極的に社会資産として運用していくべ

きです。良質な住宅を長く活用できれば、結果的に社会の

豊かさにもつながります。少しずつでも、その方向を都の

姿勢として示してほしい。 
 
 
 
【都市施設について】 
(1) 呑川の水質改善に向けて、水道局が管理する調布取水堰の

うち、昨年度をもって終了した工業用水の取水枠を城南地

区の清流復活事業に活用できないか。 

地域の将来像」として、「道路等の基盤整備、土地利用転換や

再開発・共同化が進み、業務、商業、宿泊、文化、交流、公共

公益など地域の魅力を高める機能が高度に集積し、広域交通ア

クセスの利便性を生かした区部中心部を補完する業務機能と

区の中心核としての複合都市機能を備えた活力とにぎわいの

拠点を形成」していくとしております。 
ご意見は、今後の都市づくり政策の参考とさせていただきま

す。 
なお、個別の具体的な開発計画等に関する事項については、

地元区等において検討されるものと考えます。 
 
 
(1) 本マスタープランでは、土地利用に関する主要な都市計画

の決定の方針として、「居住機能の充実、住環境の維持・改善、

ゆとりある住宅地の形成など、地域の特性に応じた快適で良好

な住宅地の形成を図る。」としています。 

また、平成 28 年度に策定した東京都住宅マスタープランで

は、既存ストックの有効活用を目標実現に向けた着眼点の一つ

としています。 

 
 
(1)(2) 都市計画区域マスタープランは、長期的な視点で都市の

将来像を明確にし、その実現に向けての大きな道筋を示し、都

市計画に位置付ける法定計画です。 
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(2) 西馬込駅に近い馬込坂下歩道橋に隣接する換気口用地は、

本年３月、大田区が交通局から借り受け、馬込坂下自転車

駐車場として整備されました。このように、東京都が所有

する土地を区市町の要望を踏まえ、有効に活用し、住民に

とって住みやすい良好な住環境の形成に積極的に努めてほ

しい。 
 
【災害について】 
(1) 東京の都市計画の中では災害低減を明確に位置づけてほし

い。人口減少社会で、さらには自然災害リスク低減を都市計

画に展開するには、緑と水辺空間の充実こそが有効な手法で

ある。過密を防ぐ意味で、自然災害を低減する意味で、有効

な緑地空間の拡大を全区部に積極的にうたってほしい。 
 
 
 
 
【環境について】 
(1) 交通量が多く、密集した都市にあっては、小規模な土地で

あっても、緑化により歩行者や周辺住民に安らぎを与えるこ

とのできる貴重な空間になることから、都有地を区市町の要

 ご意見は、今後の都市づくり政策の参考とさせていただきま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 本マスタープランでは、「東京が目指すべき将来像」の中

で、骨格のみどり（丘陵地、まとまりのある農地、大規模な都

市公園、崖線、河川、幹線道路沿いの街路樹等）と地のみどり

（都内全域に点在する身近な都市公園、社寺林や屋敷林、農地、

敷地内のみどり等）は、都市において必要不可欠なものである

ため、骨格的なみどりを充実させるとともに、都内全域で地の

みどりの量的な底上げと質の向上を総合的に推進するとして

おります。 
 
 
(1)～(3)都市計画区域マスタープランは、長期的な視点で都市

の将来像を明確にし、その実現に向けての大きな道筋を示し、

都市計画に位置付ける法定計画です。 
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望を踏まえ、有効に活用し、住民にとって住みやすい良好な

住環境を形成してもらいたい。 
 
(2) 生活の質を上げるために密集市街地にこそ、都有地を活用

して緑の公園を造っていただきたい。 
 
(3) 緑の保全と緑化をしっかり守っていただきたい。Park-PFI

ではこれまで人々の憩いの場所だった土地に、カフェやコン

ビニ、最近ではホテルまで建てる公園が出ている。このため

不要に木を切ってしまい、新しく上物を建てることが、緑を

守ることにつながっているとは思えない。 
 
【特色ある地域の将来像について】 
(1) 海上移転に伴う空港跡地については、国家戦略特区として

の新しい拠点として位置づけられていることから、住民視点

での環境や自然環境配慮などが既に軽視されているため、将

来計画に対して住民が積極的に意向を示しやすい仕組みを

つくって、住民合意を前提としたまちがつくられるよう配慮

してほしい。 
 
(2) 立石の再開発に反対であり、方針から「土地の有効・高度

利用により」云々の文言を削除するように求める。工場跡地

を利用した公園づくりを進めることを、是非入れてほしい。

市街地再開発を言うのならば、超高層化ではなく、低層で、

 ご意見は、今後の都市づくり政策の参考とさせていただきま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)～(7)都市計画区域マスタープランは、長期的な視点で都市

の将来像を明確にし、その実現に向けての大きな道筋を示し、

都市計画に位置付ける法定計画です。 
 なお、個別の具体的な開発計画等に関する事項については、

地元区において検討されるものと考えます。 
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住民がそこに住み続け、なりわいを続けられるようなまちづ

くり、住民のコミュニティーが育まれるような、本当の意味

での身の丈再開発にするべき。 
 
(3) 立石地区の将来像の内容変更を求める。原案に記載されて

いる目標の大部分は既に達成されており、高度利用との文

言は、市街地再開発事業を前提としたものと考えられるた

め、削除し、住民の生活や町の歴史と文化に配慮した将来

像とするべきである。 
 
(4) 羽田空港周辺は既に開発済みの施設がたくさんあり、これ

以上この地域の開発を進めるべきではない。 
 

(5) 池上では、不要に大きな駅ビルを造っている。もともと、

小さな商店が立ち並ぶ駅前のよさというようなものを今、

失っている状態であり、これ以上の開発計画は不要である。 
 
(6) 目黒区自由が丘地区では、人や車の往来が多く、また、極

めて騒々しく、ごみ、車の振動等で住民として迷惑してい

ることから、駅前商業地区の開発を中止もしくは凍結して

もらいたい。 
 

(7) 中央区のまちづくりにおいては、人口増に伴う児童増加に

合わせた校舎増築で校庭を狭くし、教育環境の悪化を招く
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ことから、子供たちの教育環境を守り、充実させるための

抜本的な見直しを要望する。 
 
(8) 環状 7 号線外側（南西部・南部）の環七周辺地域において、

無電柱化を進めることは、５Ｇの導入をセットで推進する

つもりではないか。５Ｇの導入に関しては、その害につい

て世界各地でまだ議論がされており、東京都が安易に無電

柱化を進めることに反対である。 
 
 
 
 
 
(9) 大森地区において、平和島等へのアクセス強化は何をする

のか。バスもあり、道の幅も広く、これ以上の開発や交通

網の整備は不要である。 
 
(10) 都知事が 2017 年 6 月 20 日に約束した「築地は守る、豊

洲を活かす」を踏まえ、築地市場跡地を売却するのではなく、

都の持ち物として保持しながら、月島のまちづくりをしてい

ただきたい。 
 
(11) 蒲田の将来像では、国内外の来街者でにぎわう活気溢れる

枢要な地域の拠点と書かれているが、子供が増えているとこ

 
 
 
(8)本マスタープランでは、災害に係る主要な都市計画の決定

の方針として「震災時の救急救命や消火活動、物資の輸送や復

旧復興の生命線となる緊急輸送道路から、優先的に無電柱化

を進める。」としております。また、都市景観に係る主要な都

市計画に関する方針として「中核的な拠点や活力とにぎわい

の拠点、地域の拠点など、多くの人が利用し、まちの顔となる

道路において無電柱化を加速し、良好な景観形成や回遊性の

向上、バリアフリー化を促進する。」としております。 

 
(9) (10)都市計画区域マスタープランは、長期的な視点で都市の

将来像を明確にし、その実現に向けての大きな道筋を示し、都

市計画に位置付ける法定計画です。 

 なお、個別の具体的な開発計画等に関する事項については、

地元区等において検討されるものと考えます。 
 
 
 
 
(11) 都市計画区域マスタープランは、長期的な視点で都市の将

来像を明確にし、その実現に向けての大きな道筋を示し、都市

計画に位置付ける法定計画です。 
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ろも多く、また、古くからの住民も多いことから、生活者の

視点でのまちづくりの在り方を最優先とするべき。 
 
 
【その他全般】 
(1) 都が町の都市計画まで細かく記載することは、区市町村の

個別具体的なまちづくりまで拘束することになり、自主性や

住民自治は自治権を侵害することになり、問題である。2013
年に国家戦略特区法が成立し、都市計画の合意形成を簡素化

することが可能になり、事業者と首長と内閣総理大臣など一

部の大臣と有識者と規制の適用除外を決められるようにな

ったのと無関係とは言えず、危機感を覚える。 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 都市計画法に基づき策定する計画より先に、東京都都市計

画審議会から出された答申を踏まえたとはいえ、「都市づく

りのグランドデザイン」をつくり、「未来の東京戦略ビジョ

ン」をつくり、それらを踏まえてこの都市マスをつくるとい

うのは、都市マスを軽視し形骸化させている。 

 ご意見は、今後の都市づくり政策の参考とさせていただきま

す。 
 
 
(1)都市計画運用指針では、「都市計画は、その目的の実現には

時間を要するものであることから、本来的に長期的な見通しを

もって定められる必要がある。このため、法第６条の２の規定

に基づく都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（以下「都

市計画区域マスタープラン」という。）、市町村マスタープラ

ン及び立地適正化計画においては、それぞれ住民に理解しやす

い形であらかじめ長期的な視点に立った都市の将来像を明確

にし、その実現に向けての大きな道筋を明らかにしておくこと

が、極めて重要である。」とされています。このため、本マス

タープランでは、｢都市づくりのグランドデザイン｣で示した４

つの地域区分及び２つのゾーンに基づき､それぞれの誘導の方

向･将来像や特色ある地域について､それぞれ将来像を記述し

ております。 
 
(2)～(4)本マスタープランは、「未来の東京」戦略ビジョンで示

した方向性や都市づくりのグランドデザインで示した将来像

などを反映し、公聴会における都民の意見聴取やパブリックコ

メント、都市計画審議会への中間報告を経て、都市計画案を作

成しております。今後、都市計画法に基づく手続きを進め、決

定してまいります。 
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(3) 具体的な事業に関わる事業者の意向なしに「未来の東京戦

略ビジョン」、「都市づくりのグランドデザイン」、「都市

計画区域の整備、開発及び保全の方針（原案）」がつくられ

たとは考えにくく、これで利するのは事業で利益を確保する

投資家に対して、蚊帳の外で決まった事業のツケを都民が支

払わされるのは問題である。 
 
(4)都市計画においては、全体を見渡して、地域ごとの役割を見

定める上からの視点と、住民の声に基づき地域の実情に応じ

た目標を定める下からの視点とのバランスが大事だと思う。 
 
(5) 副知事依命通達に指摘のある財源不足の観点を入れ、マス

タープランにあるまちづくりへの規模の縮小、事業の取捨選

択の考え方を盛り込む必要性があり、どのような視点で取捨

選択をするのか、その基準も明示したマスタープランの抜本

的な見直しを要求する。 
 
(6) マスタープランを実効性あるものとする仕組みが欠如して

いる。住民が自ら参加しながら、まちの将来像を考えること、

キャパシティーを事前審査すること、事後評価をきちんと行

うことを担保するようなことを、このまちづくりのマスター

プランにも書き込むべき。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5)～(7)都市計画区域マスタープランは、長期的な視点で都市

の将来像を明確にし、その実現に向けての大きな道筋を示し、

都市計画に位置付ける法定計画です。 
 ご意見は、今後の都市づくり政策の参考とさせていただきま

す。 
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(7) 福祉のまちづくりに対しても、都の都市整備部が福祉保健

部と一緒になって考えていく、防災部と一緒に関連して考え

ていくという、連携の仕組みを担保し、書き込むべき。 
 
(8) 持続可能な都市という観点から、林立する超高層ビルの次

の建て替え手法の提示、環境影響評価制度における二酸化炭

素のアセスメント、風害の調査と対策を求めたい。 
 

 
 
 
(8) 都市計画区域マスタープランは、長期的な視点で都市の将

来像を明確にし、その実現に向けての大きな道筋を示し、都市

計画に位置付ける法定計画です。 
環境影響評価の項目については、対象事業の実施段階におい

て検討するものと考えます。 
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公述意見の要旨及びこれに対する東京都の見解 
 

 島しょ部 6 東京都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の原案を令和 2 年 7 月 1 日から令和 2 年 7 月 15 日まで公衆の縦覧に供したと

ころ、都市計画法第 16 条第 1 項の規定により、公述の申出があり、令和 2 年 8 月 14 日に公聴会を開催し、計 2 人の方々から 6 件のご意見をいた

だきました。その公述意見の要旨及びこれに対する東京都の見解は次のとおりである。 
 

名称 公 述 意 見 の 要 旨 東 京 都 の 見 解 
島しょ部 6 都市

計画 
都市計画区域の

整備、開発及び

保全の方針 

【区域区分について】 
(1) 父島、母島全島にかけられている都市計画区域指定のうち、

一部の地域を指定外とするべき。新規就農者、農業後継者が、

経営開始、経営拡大する際に、建築確認制度のために物置小

屋さえ建てられない状況にある。倉庫、作業小屋、休憩所、

堆肥舎、冷蔵設備は、建築確認が取れなければ補助事業資金

を調達できない。 
 
(2) 小笠原では区域区分を行わないことによって、生活の安寧

秩序が維持できない事態が起こっても、対策が取れないた

め、区域区分は速やかに行われる必要がある。 
 
 
 
 
 
 

 
(1)都市計画区域は、都市計画法に基づく指定要件を満たし、一

体的に整備・開発・保全する必要がある区域を指定しています。 
 なお、個別の具体的な建築計画等については、建築確認の申

請の際に検討されるものと考えます。 
 
 
 
(2)本マスタープランでは、「島しょ部６都市計画区域は、いず

れも東京から 100ｋｍ以上南下した太平洋上に位置する離島で

ある。人口は６都市計画区域を合わせて約 26,000 人であり、

将来的に人口の大幅な増加は予想されない。あわせて、既存集

落を除き、自然公園法などに基づく土地利用規制によって自然

的環境が保全されているため、無秩序な市街化が進行するおそ

れはないものと判断し、区域区分は行わないものとする」とし

ております。 
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【土地利用について】 
(1) 土地利用計画に強制力を持たせるためには「地域地区の指

定」が速やかに必要である。 
 
 
 
 
(2) 老朽化した復興支援住宅を普通の都営住宅に建て直し、バ

リアフリー、単身者用、ペット同居可能などの多様性豊かな

住宅に進化させてほしい。 
 
 
 
【都市景観について】 
(1) 扇浦地区は「海上からの眺望、都市沿岸道路における良好

な街並みの形成」という景観形成特別地区の対象とすること

が必要。また、海上からもよく見える旧高校跡地も景観形成

特別地区の対象とするべき。 
 
(2) 現行色彩基準では、貧相な暗い印象しか与えておらず、シ

ロアリを誘引するような白からアイボリー系統を避けるの

は、小笠原村にとって当然である。現行の色彩基準を周知し

た上で、速やかに全面的に再検討することが望ましい。また、

色彩基準遵守・誘導・促進のため、色彩基準に合った建物の

 
(1)本マスタープランでは、「小笠原都市計画区域では、小笠原

諸島振興開発計画で定められた土地利用計画との整合を図り

つつ、関係法令に基づく諸制度との適正な連携・役割分担によ

り適切な土地利用を誘導していく。また同時に、必要に応じて

地域地区の指定などについて検討する。」としております。 

 

(2)本マスタープランでは、居住環境の改善又は維持に関する方

針として、「既存住宅地の良好な居住環境の整備・維持を促進

する。都営住宅の建替えなどに際しては、高齢者や障害者にも

住みやすいバリアフリー住宅や、若年層が定着できる新しい住

宅について配慮する。」としております。 
 
 
(1)本マスタープランでは、景観の形成に関する基本的な方針と

して、「歴史的価値の高い建物や庭園などの保全、景観基本軸

における景観誘導等により、魅力的な景観を形成する。」とし

ております。 
 
(2)本マスタープランでは、豊かな自然を生かした景観の形成に

関する方針として、「自然的・歴史的環境、景観の保全のため

必要な場合は、既存集落における高さや形態制限などについて

検討していく。」としております。ご意見は、今後の都市づく

り政策の参考とさせていただきます。 
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建築・補修による塗装工事には、助成金制度の導入が不可欠

である。 
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 公述意見の要旨及びこ れに対する東京都の見解 
 

 東京都市計画都市再開発の方針の原案を令和 2 年 7 月 1 日から 令和 2 年 7 月 15 日まで公衆の縦覧に供し たと こ ろ 、 都市計画法第 16 条第 1 項の規

定により 、 公述の申出があり 、 令和 2 年 8 月 20 日及び 21 日に公聴会を 開催し 、 計６ 人の方々から ７ 件のご意見をいただき まし た。 公述意見の要旨

及びこ れに対する東京都の見解は次のと おり です。  

 

名称 公 述 意 見 の 要 旨 東 京 都 の 見 解 

東京都市計画 

都市再開発の方

針 

【 再開発促進地区（ 2 号地区） 】  

( 1)  再開発促進地区に指定さ れている 大井町駅前地区の中か

ら 、 Ｃ 地区を外し てほし い。 現在の飲食店街のにぎわいを維

持するには高層ビルは必要なく 、３ 階以上のビル内の店舗は

空き 物件が多く ある。 高度利用は３ 密になる政策である。 ま

た、 再開発により 大井町駅の乗降客が増えると ホームの混雑

が今以上と なる。  

 

( 2)  東池袋二丁目地域を 再開発促進区に指定し てほし い。こ の

地域は、 狭あいな道路が多く 、 防犯上の不安がある。 また、

子供を安心し て遊ばせるこ と ができ る場所がない。良質な広

場などを 一体的に整備する 再開発事業等を 促進すべき 区域

にこ の地域が指定さ れるこ と は、街の将来のための大き な一

歩と なる。  

 

( 3)  立石駅周辺は、 生活利便性が高く 、 昭和の趣を残す町並み

があり 活気と にぎわいがあふれている。現在の特色を維持し

 

( 1)  大井町駅前地区は、 ご指摘の区域も 含め、「 交通結節点と

し ての機能及び商業、 業務機能の強化と 行政、 文化施設の整

備により 、 区の中心核と し ての拠点の形成を図る」 ために再

開発を促進すべき 地区であるこ と から 、都市再開発法第２ 条

の３ 第１ 項第２ 号に基づき 再開発促進地区と し て定め、適正

に再開発を誘導し て参り ます。  

 

( 2)  東池袋二丁目の大部分を含む大塚駅周辺地区を、都市再開

発法第２ 条の３ 第１ 項第２ 号に基づき 再開発促進地区と し

て定めます。  

 

 

 

 

( 3)  立石地区は、 「 駅周辺の再開発により 、 商業の活性化を図

ると と も に、 地区内の基盤整備を進め、 防災性の向上及び居
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て町を形成し ていく べき であるから 、立石地区の市街地再開

発事業の記述を削除するこ と を求める。  

 

 

 

 

( 4)  再開発促進地区へ日本橋茅場町地区を 入れる こ と に反対

する。 再開発促進地区にし て、 現在違法にたてら れているビ

ルを合法化し よう と し ているのではないか。  

 

【 その他の意見】  

( 1)  着実なモッ ク アッ プイ メ ージへつながる原案であるの

で、 プレモッ ク アッ プイ メ ージのノ ンスペシフ ィ ッ ク 、 非

特異的なと こ ろ でも 創発を起こ し 、 スペシフ ィ ッ ク なも の

へと 焦点を合わせていく のはどう か。 都市は人間の自由な

思索も 色濃く 反映さ れ、 無限の組合せの自由度の高い建設

になる。 皆さ んの発意で、 そのプラ イ オリ ティ で形をつく

り 、 都市生活環境をつく っ ていく 。  

 

( 2)  市街地再開発事業や区画整理事業は、事業者の利益のため

の事業である。2014 年に策定し た都市再開発の方針の効果の

検証が行われていないが、効果の検証も せずに税金が事業者

の利益のために使われている。  

 

住環境の改善を図るこ と により 、災害に強い良好な住宅市街

地の整備を促進する」 ために再開発を促進すべき 地区である

こ と から 、都市再開発法第２ 条の３ 第１ 項第２ 号に基づき 再

開発促進地区と し て定め、 適正に再開発を 誘導し て参り ま

す。  

 

( 4) ご指摘の地区は、平成 29 年に特定都市再生緊急整備地域の

東京都心・ 臨海地域が拡大さ れたこ と に対応し 、 再開発促進

地区に入れるも のです。  

 

 

( 1)  本方針は、市街地における再開発の各種施策を長期的かつ

総合的に体系付けたマスタ ープラ ンであり 、 「 未来の東京」

戦略ビ ジョ ン で示す方向性や都市づく り のグラ ン ド デザイ

ン、 都市計画区域の整備、 開発及び保全の方針を 実効性のあ

るも のと するため、再開発の適正な誘導と 計画的な推進を図

るこ と を目的と し て定めます。  

 

 

( 2)  本方針は、市街地における再開発の各種施策を長期的かつ

総合的に体系づけたマスタ ープラ ンであり 、再開発の適正な

誘導と 計画的な推進を図るこ と を目的と し て定めています。

効果の検証については、 必要に応じ て個別の事業で行う も の

と 考えます。  
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( 3)  国や東京都のコ ロナ対策により 、今後大幅に税収が減るの

ではないかと 心配し ている。 再開発に税金を使い、 高層集合

住宅でコ ミ ュ ニティ ーを 分断すべき ではなく 、 事業者の利益

にための再開発はやめるべき 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 3)  本方針では、 地域が抱える課題に対し 、 再開発による整備

が必要で当該地区を 整備する こ と が周辺地域への波及効果

を 及ぼすなどの効果がある 地区と し て再開発促進地区等を

定めています。  
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